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序　　　　　文

国際協力事業団は、開発途上国の農林水産業分野における現状を明らかにし、我が国の当該分

野における協力の可能性を探ることを目的として、開発基礎調査を実施してきました。平成 10年

度においてはその一環として、西アフリカ地域の稲作開発にかかる基礎情報を収集することとし、

平成 10年８月 10日から９月１日まで、国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課課長　中原

正孝氏を団長とする基礎調査団を現地に派遣しました。

同調査団は、先に「灌漑稲作振興計画」の技術協力を要請してきたコートジボアール共和国（象

牙海岸共和国）を中心に、その周辺のブルキナ・ファソ、ニジェール共和国、ガーナ共和国を併せ、

各国の政府関係機関と、西アフリカ地域における稲作技術協力の妥当性及び可能性について協議

するとともに、現地調査を行いました。また、同地域に所在する国際機関や各国ドナーにも調査

へ赴き、農業及び技術協力の現状などについて情報収集を行いました。

象牙海岸共和国においては、我が国が 1992年から５年間にわたってプロジェクト方式技術協力

「灌漑稲作機械訓練計画」を実施してきましたが、今回の要請は、その成果をふまえ、より稲作ポ

テンシャルの高い地域で現場指導型技術移転に重点を置く灌漑稲作を推進して同国の米増産に資

することを目的として、同政府から新たに要請があったものです。

本報告書は、これら協議結果などについてとりまとめたものであり、今後、同地域におけるプ

ロジェクト実施の検討にあたり、広く活用されることを願うものです。

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係者に対し、心から感謝の意を表しま

す。

平成 10年 10月

国際協力事業団
農業開発協力部

部長　戸　水　康　二
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１．基礎調査団の派遣

１－１　調査団派遣の背景と目的

サブサハラ・アフリカは、近年のアジア地域のめざましい発展とは対照的に、最貧困国を多数

抱え、社会・経済開発が低迷している。特にこの地域では、旧植民地から独立後、工業化を中心

とする急速な近代化政策を推し進める一方で、農業開発においては輸出用商品作物以外の生産に

は重点が置かれてこなかったことにより食糧の自給が困難になっており、食糧輸入のための外貨

支出が国の財政を圧迫している。同地域の人口増加に伴って食糧難が進行することによる社会・

経済開発の停滞を回避するためにも、食糧生産の拡大に向けた支援の強化が重要と考えられる。

象牙海岸国をはじめとする西アフリカ地域では、従来のソルガム、ミレット、トウモロコシ、

キャッサバといった伝統的作物とは異なる新作物の消費が増加しており、特に米の需要はこの 30

年間で約３倍の伸びとなっているため、生産量の拡大が急務になっている。しかしながら、この

地域の稲作は焼畑による粗放的な陸稲栽培が一般的で、水稲栽培を含めた平均単収においても

1.6t/ha程度と低く、生産量の増加分はほとんど面積拡大によるものとなっており、環境面での悪

影響が指摘されている。我が国及びアジアでの経験からも明らかなように、水田稲作は適切な水・

肥培管理を行うことにより高い生産性を実現できるのみならず、連作障害を受けにくく、土壌保

全に効果的であるなど、持続的農業の観点から極めて有効なシステムである。また、水田稲作の

普及により米の生産性向上が図られれば、従来の焼畑農業を持続可能な適正水準に抑制すること

が可能となり、農地劣化の防止に対する効果も期待できる。このため、特に西アフリカ地域にお

いては、今後の食糧増産と環境保全を両立させた農業開発の観点から、水田稲作の普及に向けた

協力を行うことの意義は大きいと考えられる。

我が国のアフリカにおける農業分野の技術協力はほかの地域に比して必ずしも多いとは言えな

いが、プロジェクト方式技術協力における協力実績は、水田稲作開発が多数を占めてきた。アフ

リカへの援助は旧宗主国であった欧州諸国が主力となっており、農業分野においても欧州諸国が

ソフト、ハードの両面にわたり多様な援助を行ってきている。この経緯をふまえると、欧州諸国

との関係において我が国が比較優位にあると思われる水田稲作技術に関する協力は、今後とも我

が国がこの地域で農業協力を進めていくにあたっての有力な分野と考えられる。

反面前述したとおり、西アフリカにおける稲作の中心は陸稲であり、水田稲作技術の移転にあ

たっては、農民の技術水準や米の経済性などを勘案した農民の受容可能性、将来的な西アフリカ

地域各国への波及可能性などについて多面的な検討が求められることから、そのための基礎的な

情報の収集、調査が必要となっている。

本調査団の派遣目的は以下のとおりである。

（1）先に象牙海岸国から我が国に要請があった「灌漑稲作振興計画」を受け、我が国の協力の方
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向性の検討に必要となる基礎的情報を収集するため、象牙海岸国における食糧事情と農業

開発における稲作の位置付け、稲作の栽培技術上の課題、普及教育機関などの活動状況、稲

作に関する他ドナーの活動状況などを調査し、それぞれの抱える技術的課題を把握すると

ともに、当該要請案件の実施可能性を検討する。

（2）象牙海岸国及び周辺国において、稲作にかかる技術的課題や他ドナーの活動状況などの調

査を行い、将来的な「広域稲作技術協力」の展開可能性について、相手側との協議等をふま

え検討する。

１－２　調査対象国

（1）拠点国：象牙海岸共和国

（2）周辺国：ブルキナ・ファソ、ニジェール共和国、ガーナ共和国

１－３　調査項目

（1）象牙海岸国新規案件要請の背景及び内容についての基礎的情報収集

（2）調査対象国の国家計画などにおける農業開発の位置付け及び農業政策の現状調査

（3）調査対象国の稲作の現状及び技術上の問題点の調査

（4）調査対象国における稲作関係機関の現状及び問題点の調査

（5）調査対象国の稲作に関する他ドナーの活動状況調査

（6）調査対象国の広域技術協力に対する妥当性調査

１－４　調査団の構成

担当業務 氏　　名 所　属　先

（1） 総　　括 中原　正孝 ＪＩＣＡ農業開発協力部農業技術協力課

課長

（2） 協力政策 高田　公生 外務省経済協力局調査計画課

事務官

（3） 協力企画／農業開発 米野　篤廣 農林水産省経済局国際部技術協力課

課長補佐

（4） 水稲栽培 金田　忠吉 国際農林業協力協会

技術参与

（5） 技術協力 中條　　淳 ＪＩＣＡ農業開発協力部農業技術協力課

ジュニア専門員

（6） 通　　訳 新井　忠雄 日本国際協力センター研修監理部

研修監理員
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１－５　調査日程

日順 月／日 曜日 旅　　　程 調査内容

1 8月10日 月 成田11:40  JL405

16:55　パリ着

2 11日 火 パリ発 13:35  AF702 →

18:00　アビジャン着

3 12日 水 アビジャン ＪＩＣＡ象牙海岸事務所・専門家打合せ

在象牙海岸日本大使館表敬

象牙海岸国農業動物資源省表敬

国家米計画（ＰＮＲ）調査

欧州開発基金（ＦＥＤ）本部表敬・調査

4 13日 木 アビジャン → ヤムスクロ→ブアケ 農村開発支援公社（ＡＮＡＤＥＲ）調査（ヤムスクロ支所）

ＦＥＤ調査（Projet Riz-Centre）

稲作実態踏査（ジュボヌア地区：ＡＩＣＡＦ、ＣＦＭＡＧデモ）

5 14日 金 ブアケ→サカス→ヤムスクロ 西アフリカ稲作開発協会（ＷＡＲＤＡ）調査

稲作実態踏査（ロカプリ無償サイト）

稲作実態踏査（サカス地区：ＦＥＤ、ＪＯＣＶ）

6 15日 土 ヤムスクロ→ティアサレ→アビジャン 稲作実態踏査（ンガタドリクロ地区：ＷＡＲＤＡ－ＰＮＲ種子生産）

稲作実態踏査（ティアサレ地区：ＪＯＣＶ）

7 16日 日 アビジャン

8 17日 月 アビジャン ＡＮＡＤＥＲ調査

ドイツ技術協力公社（ＧＴＺ）表敬・調査

9 18日 火 アビジャン ＦＡＯ事務所調査

農業動物資源省報告

大使館報告、ＪＩＣＡ事務所報告

10 19日 水 アビジャン 9:25  2J334 → （移動）

10:50 ワガドゥグ

11 20日 木 ワガドゥグ ブルキナ・ファソ農業省表敬、農業普及局（ＤＶＡ）調査

ＦＡＯ調査

サヘル国間旱魃対策常設委員会（ＣＩＬＳＳ）調査

12 21日 金 （中原） （調査継続） ブルキナ・ファソ国立農業研究所（ＩＮＥＲＡ）調査

ワガドゥグ ワガドゥグ 稲作実態調査（モグテド地区）

20:35  AF739→ 農業省植物生産局（ＤＰＶ）調査

13 22日 土 →パリ 5:45着 ワガドゥグ （移動）

20:20発 JL406→ 12:05 RK860→

ニアメ 14:05着

14 23日 日 →成田 15:00
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日順 月／日 曜日 旅　　程 調査内容

15 24日 月 ＪＩＣＡニジェール駐在員事務所打合せ

ニジェール農業牧畜省表敬

ニジェール国立農業研究所（ＩＮＲＡＮ）調査

ＵＮＤＰ事務所調査

16 25日 火 農業水利整備公社（ＯＮＡＨＡ）調査

稲作現状調査（ＪＡＬＤＡ）精米工場調査

17 26日 水 （高田・新井） （調査継続） ＦＡＯニジェール事務所調査

ニアメ 22:00 RK134→ ニアメ 14:20 RK839→

アビジャン 15:10

18 27日 木 →パリ着 6:30 アビジャン 15:45 国際食糧計画（ＷＦＰ）表敬

発 20:20 JL406→ GH531→アクラ 16:40

19 28日 金 →15:00 アクラ→アシャマン ＪＩＣＡガーナ事務所打合せ

成田着 →オチェレコ→アクラ 灌漑小規模サイト調査（オチェレコ、アシャマン）

20 29日 土 アクラ→クマシ 谷地田総合開発ｻｲﾄ調査（アデュヤマ村）

21 30日 日 クマシ→アクラ

アクラ 19:50発 KL586→

22 31日 月 →アムステルダム 6:50着

19:30発 JL412→

23 9月1日 火 →成田  14:00

１－６　主要面談者

（1）象牙海岸国（コートジボアール）

1） 農業動物資源省

TOURE NAGNAN JOACHIN 大臣官房長官

ASSANVO N'GUETTA 大臣官房副長官

2） 国家米計画（ＰＮＲ）

N'DRI BROU BENOÎT 総裁

ATTO ATTEBI ２ＫＲ調整官

3） 農村開発支援公社（ＡＮＡＤＥＲ）

YAO KOUASSI MARTIN 総裁

YAO ATTOH AUGSTIN ヤムスクロ支所長

ANDRE AFFRO KOUAKOU 人材開発部長

後藤明夫 ＪＩＣＡ派遣専門家

南谷貴史 ＪＩＣＡ派遣専門家
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4） 欧州開発基金（ＦＥＤ）

ALAIN GLIBERT Projet Riz - Centre調整員

5） 西アフリカ稲作開発協会（ＷＡＲＤＡ）

ABOOULAYS ADAN Acting OP Program Leader

YACOUBA SERE Acting Probram 2 Leader

渡辺英夫 ＪＩＣＡ派遣専門家

6） ドイツ協力省（ＧＴＺ）

Dr. VON HÖRSTEN ＧＴＺ象牙海岸国事務所長、農業大臣技術顧問

7） 世界食糧計画（ＷＦＰ）

DOMINIQUE I. HYDE Programme Officer

RACHEL PIERRE Programme Officer

8） 在象牙海岸国日本大使館

中村貫宏 大使

能化正樹 参事官

坪田俊郎 一等書記官

9） ＪＩＣＡ象牙海岸国事務所

阿部憲子 所長

笹舘孝一 所員

10）中北部地域農業灌漑整備計画（ロカプリ無償資金協力事業地区）

安達敏延 所長

（2）ブルキナ・ファソ

1） 農業省（旧農業動物資源省）

BIKIENGA ISSA MARTIN 事務局長

2） 農業省農業普及局（ＤＶＡ）

PARKOUDA SIBRI 局長

YOUSSOUF OUATTARA 開発研究課長

3） 農業省植物生産局（ＤＰＶ）

GUINKO T. GUSTARO 局長

BOUGOUSARE RENE 評価調査室室長

4） 国連食糧農業機構（ＦＡＯ）

DAOUDA KONTONGOMDE プログラム担当

CELESTIN BELEM 特別プログラム調整官
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5） 国立農業環境研究所（ＩＮＥＲＡ）

HIEN VICTOR 副所長

DAIWOYO DONA 米・稲作計画　班長

6） サヘル国間旱魃対策常設委員会（ＣＩＬＳＳ）

YAMAR MBODJ 食糧安全保障参与

7） 環境水利省

井上　茂 個別専門家

8） 緑のサヘル

瀬戸進一 国連ボランティア

（3）ニジェール国

1） 外務協力省

ABDOU ABARY アメリカ・アジア・オセアニア局長

ABOUBACAR MAHAMADOU アジア部長

2） 農業牧畜省

DIAOUGA IDISSA 研究計画部副部長

ASSANE DIMA HARONNA 評価調査室長

3） ニジェール国立農業研究所（ＩＮＲＡＮ）

MOUSTAPHA AMADOU 科学生物気候学部長

MOSSI ILLIASSOU MAIGA 栽培学研究員

BARKIRE BOURAHIMA 農薬学研究員

4） 農業水利整備公社（ＯＮＡＨＡ）

NAROUA DJIBO 総裁

ABDOU SAMI 機材管理部部長

5） 国連食糧農業機構（ＦＡＯ）ニジェール

ABDOULAYE IDRISSA 特別食糧保障計画調整官

ZAKARI ADAMOU プログラムアシスタント

Dr.SALEY AMADOU ＦＡＯプログラム担当官

6） 農用地整備公団（ＪＡＬＤＡ）

清水 プロジェクトリーダー

7） ＪＩＣＡニジェール駐在員事務所

森　龍子 ＪＯＣＶ医療調整員

池内　修 ＪＯＣＶ調整員
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（4）ガーナ国

1） 灌漑小規模農業振興計画（ＳＳＩＡＰＰ）

辻本壽之 リーダー

山崎　幸 専門家（業務調整／研修）

坪井達史 専門家（栽培）

佐藤勝正 専門家（水管理）

2） 谷地田総合開発

増田　弘 専門家（生態人類学）

3） ＪＩＣＡガーナ事務所

八林明生 所長

小瀬川　修 次長

三條明仁 職員
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２．象牙海岸灌漑稲作振興計画の要請

２－１　要請の背景

象牙海岸共和国（コートジボアール）は独立以前から豊かな国土に恵まれた農業国としてコー

ヒーや木材の生産・輸出を中心に発展し、独立後はコーヒー、カカオなどの換金作物の振興に重

点を置いた農業開発を行ってきた。その後生産者保護政策などの支援を受けた農業は「象牙の奇

跡」と呼ばれる経済発展の一端を担ってきたが、1980年代に入り交易条件の急激な悪化、長期にわ

たる旱魃、国際価格の急激な下落などから厳しい経済状況にいたった。このような状況にもかか

わらず、輸出収入の 40％以上を占めるコーヒー、カカオへの依存度は依然として高く、ここ数年

の国際価格の高騰も手伝って再び生産量は増加傾向にあるが、価格変動に伴う経済の不安定な状

況を作る危険性がいまだ潜在している。

一方食糧作物については、伝統的にキャッサバ、ヤムイモ、トウモロコシなどが主食として消

費されてきたが、都市人口の増加に伴い米の需要が年々増加しており、この30年で５倍以上の伸

びを示している。象牙海岸国における稲作は、1971年に設立された米開発公社（ＳＯＤＥＲＩＺ）

による米の買付け保証、肥料の無料配給、灌漑用ダムの建設などの結果、一時期その生産量は増

加し自給を達成したものの、経営破綻により77年に解体された後は生産者の稲作離れが進み、現

在ではその供給の60％を輸入に依存する状況となっている。政府は農業開発マスタープラン（1995

～ 2015）において米自給の達成を最重要事項として掲げているが、人口増加に伴う消費の拡大など

から、その目標に到達することが非常に困難な状況となっている。さらに耕地面積拡大による環

境への影響も懸念されていることから、適正栽培によって生産性を高める技術の開発、普及が急

務となっている。

我が国は 1992年８月より５年間にわたり、プロジェクト方式技術協力「象牙海岸灌漑稲作機械

訓練計画」（ＣＦＭＡＧ）を実施してきた。本プロジェクトは無償資金協力で供与された施設及び

農業機械を用いて、灌漑稲作の機械化を推進するとともに、稲作技術普及のための研修を強化し、

もって同国の米増産に資することを目的としたものである。本プロジェクトにおいて、プロジェ

クトサイトである機械化訓練センターの機能、農業機械の操作・保守管理技術、普及員・農民な

どに対する研修の運営体制などが整備されるとともに、協力期間半ばから開始された啓蒙普及活

動によって農民へ適正稲作栽培技術が移転され、対象地域の生産性を大幅に向上させるなど一定

の成果が得られたため、1997年 7月をもって活動を終了した。

しかしながら、象牙海岸国における持続的な米生産による自給率向上を達成するためには、よ

り稲作栽培に適した同国中部・中北部地域への適正技術の普及が重要である、このため同国政府

は、普及員・農民への営農指導訓練や水管理・機械利用組合支援などの活動をとおして米増産を

図ることを目的としたプロジェクト方式技術協力を我が国に要請してきた。
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２－２　要請の内容

1996年 3月に象牙海岸国政府より提出された要請書の内容は以下のとおりである。

（1）プロジェクト名

（象牙海岸）灌漑稲作振興計画

Projet pour l'Intensification de la Riziculture Irriguée

（2）実施機関

農村開発支援公社（ＡＮＡＤＥＲ）

（3）プロジェクトサイト

メインサイト：ヤムスクロ アビジャンより 250km

サブサイト　：グランラウ 同　　　150km

（4）目的

象牙海岸国において 1992年８月から５年間にわたり実施されたプロジェクト方式技術協力

「灌漑稲作機械訓練計画」の成果をふまえ、より稲作ポテンシャルの高い地域で現場指導型技

術移転に重点を置いた灌漑稲作を推進することによって同国の米増産に資する。

（5）活動内容

1） 啓蒙普及、現場実証栽培活動などを通じた普及員並びに農民への技術・営農指導

2） 水管理、機械利用などに関する組織活動の支援

3） 農村生活改善のための助言

4） 耕耘機、精米機など主要農業機械の操作、保守管理に関する研修

5） 優良種子の生産及び配布

6） 主要農業機械に関するスペアパーツの入手と管理
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３．調査結果総括

３－１　新規プロジェクト方式技術協力「灌漑稲作振興計画」について

（1）要請内容の把握・検討

本件要請実施機関である象牙海岸国農村開発支援公社（ＡＮＡＤＥＲ）によれば、新規プロ

ジェクトでは、稲作生産のポテンシャルの高い中部・中北部（ヤムスクロ、ブアケ周辺）に稲

作生産性を向上するための啓蒙普及活動を展開することを計画している。

同国農業動物資源省や国家米計画（ＰＮＲ）などの関係機関との協議を通じて、要請内容は

「生産性向上による米増産という Production-orientedなアプローチ」を中心としていること

が明らかになった。しかし今回実施した５か所の現地視察を通じて把握した生産性向上と市

場・流通の課題（たとえば生産が増加しても希望価格で販売しにくいなど）については、本プ

ロジェクトにおける具体的な計画は不明であった。

以上から稲作技術に係る啓蒙普及活動自体をプロジェクトの目標としていると判断された。

一般に、プロジェクトの目標は単純かつ明確である必要があるが、これでは、1997年まで実

施した灌漑稲作機械訓練計画（ＣＦＭＡＧ）協力期間中に実施された同様な活動に基づいて現

在個別専門家が実施展開している活動と、新規プロジェクトで行う活動との具体的な違いが

なくなってしまうことになりかねない。すでに前プロ技や個別専門家の活動の結果、「生産性

の向上している地区、農家」が育ってきていることから、新たなプロジェクト方式技術協力の

コア活動として、さらに数を増やした啓蒙普及活動を実施していくことは現実的ではない。

プロジェクトを新たに実施する際にまず検討すべきことは、今までの活動の成果をふまえ

て、稲作振興に係る効果的・効率的な啓蒙普及体制・活動内容をモデルとして、それをどの

ような形で象牙海岸国側関係組織にビルトインさせるかである。したがって、実施した際に

受け皿として想定されるＡＮＡＤＥＲのどういう部局で、あるいはいくつかの部局の連携、

あるいは新規組織の設置などを通じてどのように、将来にわたって稲作振興に携わる人材の

育成を行っていくかについて、慎重に協議検討することが重要である。またＰＮＲとのかか

わりも重要な検討事項であろう。

一方、アフリカにおける人材養成の困難な点（もともと稲作技術者の数が極めて少ない、予

算が欠乏など）や構造調整政策における分権化、民営化、市場経済化の推進に伴い、補助金撤

廃や、輸入米との価格競争が進むなど、公的支援制度がさまざまに縮小・削減されている中

で稲作振興を実施していく難しさを考慮の上、たとえば組織の自立発展などの成果を直接、

農家レベルに求めていくといった視点も考えておく必要がある。農家の米生産意欲、市場競

争力をいかに高めていくかについては、生産物の付加価値増加（共同精米、籾米販売から精米

販売、共同倉庫運営による市場への的確な対応など）のための仲買業者に対する組合のエンパ
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ワーメント構築なども活動の幅として検討可能であろう。

この場合、想定される組織といえば農民組合があげられる。今回視察した５つの地区の状

況からみて、象牙海岸国ではいずれも稲作生産組合であると考えられる。そもそもＰＮＲが

基盤整備した水田に入植する農家は、組合に加入することが条件となっている。加入農家（入

植農家）が同じ部落住民で構成されているわけでは必ずしもない。このため、たとえば隣国

ガーナで実施している灌漑小規模農業振興計画（ＳＳＩＡＰ）のような、水田ばかりか農家が

所有している畑地（天水田）を含む農家経営の改善や、農村開発における問題意識といった点

の包括的な議論は、今回の調査では実施できなかった。今後の検討課題である。

象牙海岸国で実施する新規プロジェクトの活動は、単に稲作振興のための生産技術、生産

基盤の改善のための技術開発型という視点にとどまらず、農家経営の改善、貧困問題の解決、

農村の健全な発展に伴う都市への人口流入の歯止めといった農村開発の視点からの検討も必

要であろう。

（2）実施体制

象牙海岸国側はヤムスクロを拠点とし、先に実施した灌漑稲作機械訓練計画のサイトであ

るグランラウ農業機械化訓練センター（ＣＦＭＡＧ）をサブサイトとした実施を検討している

が、ヤムスクロのどこが拠点となり得るか、具体的な検討は十分ではない。現在２人の個別

専門家の活動拠点はヤムスクロＡＮＡＤＥＲの中部支局及び県事務所である。市内中心部に

あってアクセスがよい場所にあるが、事務所は老朽化しており、プロジェクトサイトとして

は事務所スペースだけしか手当できない状況にある。

プロジェクトサイトの候補地の１つとして、ＡＮＡＤＥＲから切り離され、民営化された

農業機械サービスセンター（ＳＭＡ）跡地の施設、敷地を視察した。

建物の数はプロジェクト実施のためには多すぎるくらいであるが、老朽化が著しく、施設

の利用は困難と判断された。しかし、センターの全体敷地は谷地田を含む緩やかな傾斜地で

あり、さまざまな応用技術の実証展示圃場設置など、「拠点」としての体制を確立するだけの

規模・条件はあるものと判断された。ヤムスクロ市内の土地は国に帰属していることもあり、

プロジェクトの目標、内容が定まりさえすれば、それに応じた候補地の検討は可能との説明

があった。

ただしグランラウと同じようにセンター型とし、拠点としてのセンターを構えるような稲

作振興計画を立案することは、稲作以外の作物を含む技術普及を実施するＡＮＡＤＥＲに

とって、人員、予算などの負担が過重になる可能性もあることに留意する必要がある。

新規プロジェクトを実施する場合、先に実施したＣＦＭＡＧプロジェクトで育成した人材

の有効活用は不可欠と思われるが、一方でＣＦＭＡＧから新プロジェクトのカウンターパー
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ト要員として人材を配置転換した場合、象牙海岸国における稲作にかかる人材が稀少である

ことを考えればＣＦＭＡＧ自体の活動が停滞もしくは自立性が損われる可能性があるので、

十分注意する必要がある。

（3）農業開発マスタープラン（1992年～ 2015年）の現状と課題

調査団は、農業動物資源省（ＭＩＮＡＧＲＡ）及び国家米計画（ＰＮＲ）から、国の農業開発

計画マスタープラン（1992年～ 2015年）における米増産の必要性と中間増産目標（今後10年間

に年間９％の増加、現状の約75万 tから３倍の約220万 tに増産する計画）について説明を受

けた。米の輸入量を減少させるための国内生産の拡大、そのための米の生産性向上の必要性

について説明があった。

現段階におけるマスタープランの達成状況と今後の見込みについて、説明と関係資料の提

出を求めたが、明らかにされなかった。これは１つには米の流通自由化により、消費・流通

の実態を含めた正確な統計数値に基づく米増産計画のレビューが困難であるためとも考えら

れる。いずれにしても長期の開発計画の実施運営を把握するため、平均単収、灌漑水田面積、

天水田面積の把握などの定期的モニタリングの実施体制は十分でないように判断された。

マスタープランの実現は、計画自体が現実的でないために非常に困難であると思われる。

しかしながら都市住民を中心とした米消費の増大と、これに対応する米輸入量及び外貨支出

が増えつつあり（年間約30万 tの輸入。このための外貨支出は約１億ドル）、国家として対応

が迫られているという現実的な要請背景は理解されるものである。

栽培技術的にみれば、専門家の努力もあって５～６ t/haという高収量を期待できる地区が

現れており、一定の技術や投資があれば生産増加は可能であるという手本はできつつある状

況と考えられる。しかし生産農家組合のなかには、流通面で自由競争に耐えうる備蓄倉庫や

精米施設を持たないために耕作放棄をする農家も出るなどの問題もある。象牙海岸国政府は

「稲作振興、生産性の向上」の目標を掲げながらも、一方では「Laissez-faire」政策（価格、補

助金、土地制度などの政策補助がない）のなかで、いかに増産を図っていくかという課題解決

を迫られている。

（4）稲作振興に係る象牙海岸国関係機関の組織の現状

農業動物資源省（ＭＩＮＡＧＲＡ）は上記マスタープランという政策目標を掲げる政策官庁

である。具体的な米生産のための計画を提案して開発を進めている実施機関として国家米計

画（ＰＮＲ）という独立した組織が設置されている。ＰＮＲは、ドナーに対して灌漑開発の要

請を行うとともに、必要な関連協議や工事の実施管理・監督責任を負っている。たとえば現

在ブアケ近郊のロカプリで実施されている無償資金協力（「象牙海岸国中北部地域灌漑農業整
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備計画」水田 126ha、400戸。最大幅約 200m、長さ約７ kmの細長い谷地田開発）による工事の

カウンターパート機関である。本無償工事における象牙海岸国側による末端農地造成や入植

農民選定についてはＰＮＲが責任を担っている。このようにＰＮＲは稲作振興のために諸外

国の援助機関や国際機関などとの間で実施される「面的開発」について責任と権限を有してい

る。開発した地区における営農指導については、後述する農村開発支援公社（ＡＮＡＤＥＲ）

が実施している。また、ＰＮＲ総裁は「米」国内委員会委員長も兼任していることから、米の

価格政策についても権限を有している。ＰＮＲの具体的な組織についてはさらに分析する必

要があるが、非公式に聞いたところでは組織の人員は 30人程度とのことなので、調整機関と

いった性格が強い。

農家レベルにおける技術普及の役割を担う農村開発支援公社（ＡＮＡＤＥＲ）は、約 2500人

の組織であるが、構造調整計画に基づく人員合理化計画により「普及員対個々の農家」という

密接な普及体制をとることは不可能になりつつある。このため、農民組織育成を通じた「普及

員対農民組織」の技術普及へと業務の合理化を推進している。今後５か年の間にさらに組織合

理化を行う計画であり、普及員 400人を削減する一方、専門技術員 80人の増員などが予定さ

れている。地域の農業の現状と課題に対しＡＮＡＤＥＲ普及員による適切な指導が求められ

ているにもかかわらず、実態としては技術普及体制は弱いと言わざるを得ない状況である。

またＡＮＡＤＥＲは稲作に限らず、そのほかの作物の技術普及実施機関であることから、稲

作の重要性は強調するものの、稲作増産のための具体的な普及計画や生産計画を立案して実

行している状況ではない。象牙海岸国政府として、米増産計画という農政課題を農家レベル

で具体的に実行・実現するための体制は脆弱といわざるを得ない。

1992年から 97年まで、アビジャンから約80km離れたグランラウで実施した灌漑稲作機械訓

練計画（ＣＦＭＡＧ）はＡＮＡＤＥＲの人材開発部傘下のセンターとして実施運営され、協力

終了後も象牙海岸側が研修経費の確保を含め順調に運営されている状況にあり、厳しい財政

状況のなかＡＮＡＤＥＲの努力は高く評価される。

３－２　広域技術協力の実施可能性について

（1）目的について

訪問したいずれの国においても食糧安全保障は政府にとって重要な課題であるが、増大す

る消費に生産が追いつかない状況にある。このため、輸入米に支払う外貨支出が急増し、そ

れを抑制しなければならないという財政的な課題がある。また米の重要性は、米消費が増大

しつつある都市住民対策という政治的な課題としても位置付けることができる。

一方、食糧としては米よりもヤムイモ、キャッサバなどの根茎作物やトウモロコシの方が

常食にされているが、調査したＦＡＯ、西アフリカ稲作開発協会（ＷＡＲＤＡ）、ドイツ技術
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協力公社（ＧＴＺ）、サヘル国間旱魃対策常設委員会（ＣＩＬＳＳ）いずれの機関からもアフリ

カの米の重要性について説明があった。特にＷＡＲＤＡではアフリカ米とアジア米の交雑育

種研究が行われ、水稲を目的とした研究比率が高まっており水稲の安定的な収量が注目され

ている。またいずれの機関も我が国の協力の具体的内容が明らかになれば、連携については

特に支障がないものと判断された。

広域技術協力として実施すべき協力の課題は、アフリカの現状から考えて、相当広い分野

で考えられるであろうが、拠点国におけるプロジェクトを通じて実施する際の投入（量、時間

等）を考慮すれば、我が国に十分な技術・知見のある稲作技術を、まず広域技術協力で実施し

ていくことが適当と判断される。

（2）象牙海岸国を拠点とする可能性と対象諸国について

ＣＦＭＡＧのその後の運営にかかる象牙海岸国側の努力は高く評価される。またすでにブ

ルキナ・ファソ政府の要望により技術研修員を受け入れていることなどから、象牙海岸国側

にとって「拠点国」になるという潜在的要望は強いと判断される。この点、調査団としては、

まず新規プロジェクトの実施を円滑に立ちあげることが重要であるとの判断から、調査最終

日の農業動物資源省次官報告の際に日本側の「可能性」として披露するにとどめたが、極めて

良好な反応であった。

ただしＡＮＡＤＥＲの現状（稲作のみ重点的に活動できる体制・陣容にないこと、組織合理

化で縮小の傾向など）にかんがみて、拠点国としての実施運営能力を過度に期待することは慎

むべきであろう。

また広域技術協力の対象国としては、今回調査実施したブルキナ・ファソは農業省及び農

業省農業普及局（ＤＶＡ）の責任体制も確かであり、実施対象国として有望と思われる。象牙

海岸国で新規プロジェクトを実施していく段階で、さらに具体的な調査・協議を進めるべき

と考える。ニジェール国については農業水利整備公社（ＯＮＡＨＡ）がカウンターパート機関

と想定されるが、稲作開発における最大の課題がポンプアップ灌漑稲作のコスト軽減化とさ

れているため、技術課題の共通性の観点などから慎重な検討が必要であろう。ガーナ国につ

いては既に 1997年よりＳＳＩＡＰが実施されており、象牙海岸国における新規プロジェクト

が開始されれば技術交換などを通じての協力・連携が考えられよう。

（3）実施時期について

プロジェクトをいつから開始可能か、現時点で明確に定めることは困難である。なぜなら

拠点国における技術協力実施の成果を展開することが本件広域技術協力の趣旨であるから、

拠点国である象牙海岸国における新規プロジェクトの進捗状況に準じて、開始時期を検討す
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べきだからである。1999年から象牙海岸国で協力が開始されたとして、２～３年目から周辺

国の調査、具体的な実施方法の検討・確認が行われ、ある程度の規模の実施は３～４年目か

らが妥当ではないかと考える。

（4）実施方法について

広域技術協力実施についてのノウハウは十分ではなく、今後引き続き検討が必要と思われ

る。特に拠点国と周辺国の「広域技術協力」に係るオーナーシップの形成は、地域間協力実施

にあたって極めて重要なものと考える。その意味で、本件実施を関係国との文書上でどのよ

うに整理していくか（たとえば象牙海岸国における新規プロジェクト実施のための討議議事録

にいかに整理して示すか、その必要性、可能性についても含む）については、早期に検討が必

要であろう。

また拠点国の専門家及びカウンターパートが行う広域協力を本来業務として位置付け、実

施して行くからには、広域技術協力実施の目標と成果の設定についても、今後議論を重ねて

いく必要があろう。

広域技術協力の手法としては、基本的には周辺国から拠点国への技術者、あるいは中核農

家含めた受入研修と、専門家及びカウンターパートの巡回指導（研修修了者に対するフォロー

アップ含む）の組合せ、さらには必要な資機材供与が検討可能である。受入研修や巡回指導の

規模（頻度、期間、人数）については拠点国プロジェクトの実施に合わせて更なる検討が必要

であるが、現実的には、受入研修は３～６か月、巡回指導は年２～３回、２～３週間ずつが

適当な規模であると考える。
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４．国家開発計画における農業開発の位置付け及び農業政策

４－１　国家開発計画における農業開発の位置付け

（1）象牙海岸国

象牙海岸国においては、開発目標及び戦略（1995～ 2000）という国家開発計画を定めてお

り、①農業、②鉱業・エネルギー・工業、③サービス（特に運輸、観光、通信及び金融セクター）、

④輸出という４つの柱を立てて、各分野における開発目標及び戦略が定められている。

農業分野においては、現在、ＧＤＰの３割、輸出の４割、労働者の３分の２を占めている

ことから最重要分野に位置付けられており、その開発計画として、修復された森林環境の中

で機械化、集約化、栽培の多様化などの近代化を推し進め、国内外での競争力をつけること

によって、自給自足及び食糧安全保障を達成するとともに、若者の農業回帰に貢献すること

としている。

また重要戦略として、①現在の農業拠点強化、及び②農業生産の多様化を立てている。①

については、集配・流通機構の強化及び近代化・集約化農業の促進を、②については、農業

開発に障害とならない気候条件維持のための森林資源の回復、施肥・土壌改良・生産技術の

改良といった全農業横断的な活動と、新制度の活用・自由化や農業奨励のための規制緩和な

どの構造改革的な活動の２つが掲げている。後者では構造調整の一環として、価格政策、商

業化及び関税政策（非関税障壁の除去、輸入自由化など）、制度改革（民営化、農村開発支援

公社：ＡＮＡＤＥＲの創設など）、地方農業振興などに取り組むこととしている。

この国家開発計画では米をヤムイモ、トウモロコシと並んで農作物のなかで最重要作物と

し、生産（量）及び競争（価格及び品質）目標を定めており、現在 50％の自給率を 2000年まで

に 80～ 90％、2005年までには完全自給を達成することをめざしているほか、灌漑水稲作面積

を全稲作面積の 20％に引きあげる目標を設定しているが、目標達成のためには谷地田開発及

び在庫管理の必要性があるとしている。

また同計画では稲作振興の重点地域を定めており、アニェビイの沼沢地、中央部（ヤムスク

ロ）、中北部（ブアケ）、コロゴ、マン、ビアンクマ、ダナネ及び森林地域を当該地域としてい

る。そして、これらの稲作地域では、北部稲作プロジェクト（ＧＴＺ）、ギギドゥ地区稲作整

備プロジェクト（中国）、ボボシラッソ地区整備プロジェクト、中部・中北部灌漑稲作開発プ

ロジェクト（ＦＥＤ）、西部森林地域農村総合開発プロジェクトの下で稲作整備がなされるこ

とを述べている。

同計画では、米そのほかの作物に関し検討されるべき行動及びそのための投資費用につい

て付表として記載されており、米に関する内容は以下のとおりである。

1） 輸入減少及び国産米生産拡大のための 1384haの農地修復及び 768haの新規造成（谷地田



- 17 -

及び平野）→ 122億 FCFA（22.180US$相当、１ US$＝ 550FCFA）の費用

2） 2000年までに４万 2000tの生産増加のための 2312haの谷地田整備→ 316億 FCFAの費用

3） 1527haの谷地田の改良及び拡張

4） ダム下流域等での 1820haの耕地回復

5） 3760haの潜在的可耕面積の中、谷地田の 136haの改良及び開墾→ 85億 FCFAの費用

6） 小規模ダムの建設並びに平野及び谷地田の 2,200haの開墾→ 100億 FCFAの費用

7） 二期作実現のための 400haの開墾

8） 1000haの稲作開発計画機関設立→ 13億 FCFAの費用

（2）ブルキナ・ファソ

ブルキナ・ファソでは、拡大構造調整ファシリティー（1998～ 2000）が存在し、各分野の改

革及び政策について述べられている。農業分野については、2010年までに農業分野の持続的

成長を図るために、①地方市場の発展促進、②農業の近代化、③専門化、④食糧・栄養資源

の持続的管理、⑤食糧・栄養安全保障の強化、⑥地方部の女性の経済的地位の向上、⑦地方

開発における政府の役割の再確認及び民間主導体制の促進の必要性を述べている。また、

1996年に定められた農業再興計画の遂行の必要性に触れ、専門組織及び農民金融の創設、米

分野の促進を実施予定であり、食糧安全保障及び土壌肥沃化戦略に特別の強調点を置いてい

る。

さらに、米に関しては 1996年の米の市場自由化を実行するために、「生産・販売・流通の

多様化」、「関税及び非関税障壁の除去」、「公共農業投資の増強」を内容とした政策の必要性が

述べられている。

（3）ニジェール国

ニジェール国では、1997年に経済振興計画を作成し、経済・社会状況、経済・社会開発支

援、経済振興プログラム（経済開発、社会開発、援助分野）、地方振興のための優先分野といっ

たプログラム構成の下、計画が定められている。農業分野については、個々の作物ごとの経

済状況が述べられているが、米についても以下のような記述がなされている。

栽培地域としては、ニジェール川流域及び南部国境沿いの小河川の計 3 3 地域であり、

8500haに１万 7900人が従事している。生産量は精米ベースで３万5000t、消費量は９万4000t、

１人当たりの消費量は 11.2kg、うち都市部では１人当たり 39.3kg、地方部では１人当たり

5.6kgである。

稲作を巡る問題点としては、生産レベルでは水管理の改善及び施肥の改善、流通レベルで

は米の買いあげ機関である精米工場（Société Riz du Niger：ＲＩＮＩ）の財政困難及びそ
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れによって生じる組合からの買取量の減少（1994年：１万 t→ 96年：4800t）、並びに商業化レ

ベルでは組合の採算面での問題がそれぞれ存在する。このために、RINIの私企業化及び供給

主体の再組織化を図る必要があると述べられている。

また、水利及び環境分野において農業水利の項目を設け、大規模灌漑及び小規模灌漑の２

形態に区分して述べられている。大規模灌漑では稲作との関連が記述されており、土壌浸食

及び米の単作を問題点と指摘している。

さらに、経済振興プログラムの農業分野に関して、同分野全般にわたり、以下の４項目を

主要目標として定めている。

1） 天然資源の管理→最も危機的状況にある地域の回復、適切で活性化を図る土地政策の実

行、森林資源及び牧草地の管理並びに水管理

2） 食糧安全保障

3） 生産の集約化及び多様化→農学研究、研修及び普及、食糧供給、価格及び商業化、流通

及び貯蔵並びに施肥管理

4） 地方農民の組織化、農民参加及び国家の役割の再定義（戦略及び具体的行動）

４－２　ＴＩＣＡＤ－ IIにおける本構想の技術協力の妥当性

（1）ＴＩＣＡＤ－ II「東京行動計画」及び「例示リスト」

1998 年 10月 19日～ 21日に第２回アフリカ開発会議（The Second Tokyo International

Conference on African Development：ＴＩＣＡＤ－ II）が開催され、「21世紀に向けたアフ

リカ開発東京行動計画（仮訳）」（以下「東京行動計画」という）が採択された。「東京行動計画」

では、農業開発に関し、経済パフォーマンスの改善及び貧困削減の観点からの農業開発の重

要性を唱え、急速な人口増加に伴う土壌流出などの環境破壊、都市部への急速な人口移動と

いった問題に対処するため、収入獲得の機会の提供の必要性を訴えている。そのための①目

標及び目的、②行動のためのガイドラインが記述されており、①に関しては小農などに配慮

した農業生産性の改善、食糧安全保障の確保、農村の貧困層の市場経済への関与などが述べ

られ、②ではアフリカ諸国には生産物市場・農産品貿易などの面での農業セクター改革、農

村インフラの建設やマーケティングなどの分野における民間セクターの改革、近代的な技術

及び生産方法へのアクセスの促進などが提言されている。また開発パートナーには、アフリ

カの農産物が国際市場へアクセスすることの奨励、アジアとアフリカとの間のネットワーク

構築支援、高収穫作物等の研究に対する支援などが求められている（「東京行動計画」の農業

開発の部分については、付属資料２．参照）。

また、「東京行動計画」の内容を具体的に反映させたプロジェクトを別途「例示リスト」とし

てＴＩＣＡＤ－II本会合の席上で参加者などに配布した。なお、「例示リスト」に掲載する基
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準は、プロジェクトが現在進行中あるいは今後開始するもので資金的裏付けがなされている

こと、複数国に裨益するものであることなどであった。

（2）「東京行動計画」と本・西アフリカ稲作開発技術協力構想との整合性

今般の西アフリカ稲作開発基礎調査団による調査から得られた情報を基に、本技術協力構

想の特徴について以下に記した。

1） 複数の国において稲作に関心を示し、複数の周辺国に対し支援策の効果が波及する可能

性を有していること。象牙海岸国では農業開発計画のなかで稲作の重要性が示され、な

おかつ、国家米計画（ＰＮＲ）という組織が確立されている。ブルキナ・ファソでは食糧

供給の観点から稲作の重要性を農業省より聴取でき、研究機関では陸稲及び水稲栽培の

研究の実施が確認できた。ニジェール国ではブルキナ・ファソで確認できたことのみな

らず、国家開発計画でも米の生産、流通及び商業化の各段階の改善が指摘されている。

2） １）に関連して、本調査対象国いずれにおいても農業企画立案組織、たとえば象牙海岸国

ではＰＮＲという米専門の企画立案組織が存在する。また農業普及組織としては、農業

省に属するもので中央→地方→村落という階層をなした普及組織が存在し、専門普及員

が活動していることが確認できた。さらに農業研究機関が存在し、（西アフリカの各国の

研究機関は、米に関して言えば西アフリカ稲作開発協会（ＷＡＲＤＡ）との情報交換、試

験研究などに関し連携を取っている。これらの機関の活用を念頭においた支援策である

こと。

3） ＷＡＲＤＡという西アフリカ全般に対して活動している国際機関との情報提供や技術提

携などを念頭に置き、西アフリカにおける稲作の普及構想の実現をめざしていること。

4） ほかのドナー（ＧＴＺ、ＦＥＤなど）においても稲作支援を実施して一定の成果を示して

おり、今後本構想により象牙海岸国での実証農場及び周辺国への広域技術協力を遂行す

るうえで、ほかのドナーとの意見交換を行いつつ支援できる状況にあること。

これらの特徴を有する本構想は、「東京行動計画」との関係においていえば、小農に配慮し

た農業生産性の改善という農業開発分野の目的に着目したうえで、農業技術、ノウハウ、普

及サービスの分野における開発パートナーとアフリカの間のネットワーク構築を支援するも

のである。

調査時点では、先方政府との関係においてＴＩＣＡＤ－IIの内容を明言できなかったこと

から、本構想について直接的な説明はせず、象牙海岸国ではプロ技実施の妥当性確認、ほか

の周辺国では象牙海岸におけるプロ技実施を円滑に遂行するための周辺国状況調査という説

明を行う程度にとどめたにもかかわらず、相手側の対応は、行政組織・研究機関とも非常に
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熱心であり、稲作技術協力への関心、期待が非常に高く感じられた。本構想を進めるうえで

象牙海岸国での成功が示された後には、周辺国へも本構想が受入れられる可能性は低くはな

いと認識している。

（3）今後の課題

（２）で肯定的側面ばかりを述べたものの、下記のような問題点が存在する。今後本構想を

推進していくうえで、象牙海岸そのほかの西アフリカ諸国のオーナーシップが必要不可欠で

ある。

1） 象牙海岸国での灌漑稲作の実施（第１フェーズ）

象牙海岸国で灌漑稲作の成功例を示す際に、以下の主な課題が存在する。

a. 普及組織（ＡＮＡＤＥＲ）は米の普及事業に特化した組織ではないため、現場における

技術力、指導力について疑問がある。

b. 象牙海岸国におけるプロジェクト対象地区（実証圃場設置地区）選定について、象牙海

岸国政府側から提案がされていないことから、同政府の適地選定能力に対する疑問が

存在する。

これに対し、象牙海岸国政府における詳細の検討も必要であるが、先に同国で行った灌

漑稲作機械訓練計画（ＣＦＭＡＧ）で一定の成果が示され、ほかの周辺国への農業機械研修

を実施していることなどからこれらとの兼ね合いもふまえつつ、稲作に関するノウハウを

有する我が国でも具体的な案を呈示しながら先方と協議し、建設的な議論を展開させてい

く必要がある。

2） 周辺国への広域技術協力の展開（第２フェーズ）

今般の基礎調査において、対象国における稲作振興の妥当性とそのポテンシャルの高さ

は把握できた。しかしながら、稲はある程度まとまった水資源の確保ができる地域に限定

して栽培されている状況から見て、どれほどの知見が普及組織及び研究機関に存在するか

ということや、調査対象国の開発戦略のひとつである生産・在庫・流通の総合的な管理シ

ステムの構築への貢献もふまえたうえで、米の流通に関し（象牙海岸国についてもあてはま

ることではあるが）実態把握のための更なる調査を行っていく必要がある。
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５．農業開発の現状と関連事項

５－１　農業開発計画の内容

象牙海岸国、ブルキナ・ファソ、ニジェール国とも国家開発計画のなかで農業振興は食糧安全

保障上及び地域（農村）振興上の観点などから重要な位置付けを与えられている。特にその消費量

が伸びている米については、各国ともその消費量の伸びに生産の増大が追いついておらず、稲作

振興により米の供給量の増大を図ることは、食糧安全保障上のみならず、外貨の減少を防止する

面でもその重要性は大きなものとなっている。

たとえば、象牙海岸国においては、稲作振興は農業開発マスタープラン上も増産の可能性の高

い重要作物の１つとして位置付けられており、また米生産振興のために国家米計画（ＰＮＲ）とい

う独立した組織が設置されていることからも、中央政府としての稲作に対する関心度の高さは確

認できる。

しかしながら、米の生産量及び米の消費・流通の実態などについては、関税措置など一部の関

与を除き、国家は米の流通に関与していないなど、米の流通が自由化されている（ニジェール国は

米公社により流通に一部国家が関与）こともあり、ＦＡＯなどに統計数字は報告されているもの

の、その統計の信憑性は高いものとは言い難い状況であると言わざるをえない。統計の信憑性が

低いことに加え、米の生産量の増大については、その構成要素である水稲及び陸稲の単収、水稲

及び陸稲の作付け面積、灌漑水田面積（灌漑水量）などの細かい分析に基づいて計画が立てられて

いる訳ではなく、少なくともそのような計画が立てられているとの説明は受けられなかったこと

からみて、生産振興計画のレビュー及びそれに基づく計画の見直しなどはかなり困難な状況であ

ると考えられる。

５－２　今後の課題及び問題点

上記のように、農業開発計画自体にその実現の具体性を欠く面があり、各機関が農業開発計画

の実現に向け責任のある体制作りを行っていく必要があるが、特に今後協力の中心となる象牙海

岸国において、米の生産計画全体に責任を持つＰＮＲと技術普及実施機関である農村開発支援公

社（ＡＮＡＤＥＲ）が責任分担を行いながら連携していく体制を作っているかが大きな課題である

といえよう。

象牙海岸国における栽培技術及びその普及面については、既に日本人専門家による実績もあり、

モデル地区（デモンストレーション圃場）を設定して実証展示しながら技術普及を行う基盤はある

程度はできていると言えよう。今後流通・市場、あるいは農家経営改善といった面の改善が必要

であるが、技術普及員でどこまで対応するのかという点については、今後さらに検討する必要が

あると考えられる。
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ブルキナ・ファソにおいては、研究機関との連携も含め技術普及の体制は一応整っているよう

に見受けられた（実際の技術レベルについては更に精査する必要あり）。稲作生産振興については、

谷地田（bas-fond）の役割を重視しており、特にそれほど大規模な予算を基盤整備に投入しないで、

谷地田の改良による生産性の向上を行うことに対する期待が高い（このような点で、象牙海岸国と

技術的共通点が見いだしやすい）。流通問題については国家経済・市場の自由化、またそれに伴い、

米の価格の自由化、輸入の自由化が行われたばかりであり、まだ問題が顕在化していない状況で

あるのかもしれないが、現時点ではあまり大きな問題はないようであった。

ニジェール国における米生産政策の戦略はニジェール川から直接灌漑水をポンプアップする灌

漑稲作に焦点が当てられており、稲作技術普及を担当する農業水利整備公社（ＯＮＡＨＡ）も灌漑

稲作基盤整備公社的な性格を有しており、天水稲作（谷地田を含む）に対する関心はかなり低いも

のとなっている。さらにＯＮＡＨＡの主な収入源は土木作業機を含む機械のリース料収入である。

農業者からも技術指導料として2400FCFA/haを徴収しているが、農家の収入からはこれ以上の徴収

は不可能であり、十分な収入は望めないことから、普及技術者の訓練・再訓練など技術向上対策

は不十分であることがうかがえた。

５－３　農業構造及び農地制度に対する基本的考え方

西アフリカの農業を形成するのは、商品作物を中心としたプランテーションと小農の自給を目

的とした穀物・根茎類の栽培が一般的であるが、米栽培（特に水稲栽培）は比較的歴史も新しく、

上記の中間的な性格を有している。すなわち、商品作物的な性格を有し、水稲団地の中で水管理

等共同作業を要求される水稲稲作栽培は、これまでの西アフリカで一般的な農業形態とは異なる

性格を有していることになる。灌漑水稲団地は、多くの場合、政府（自己財源か援助によるかの違

いはあるが）により、ダムの建設など水源の確保と一定の基盤整備が行われ、入植などにより農業

者に耕作権が配分されている。水管理の必要性などから政府の指導により稲作生産組合的（専門農

協的）な農業協同組合が設立され、共同販売なども行われている。今回訪問した西アフリカ諸国に

おいて、土地は原則として国に属しており、農業者には耕作権が認められている。これについて

は各国とも土地所有制度の見直しが進められているが、その進捗は疑問視されている。実態は、村

落長や酋長などの伝統的な土地所有権（村落の共有地的な意識）が強く、このような伝統的権力に

より耕作者が決められている場合が多いようである。

農業協同組合の活動の活性化については、小規模金融制度の設立など、政府も一定の取り組み

をするとともに、ヨーロッパを中心とした援助機関により農協活動の強化のための援助が行われ

ているが、特に稲作改善については、援助機関に適切な稲作栽培を指導できる技術者が少ないこ

ともあり、技術を軸とした組合活動の強化や土地制度への取り組みは不十分であると考えられる。

すなわち、栽培技術的な観点からの圃場条件の改良（土作りや圃場の均平化、畔の管理など）は永
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久的な耕作権が確保されて初めて技術指導できるものであり、また、適切な圃場内水管理による

栽培団地全体の灌漑効率の向上とそのための組織作りといった点での取り組みについては十分に

行われていないように見受けられた。

５－４　農業開発における稲作技術協力の妥当性

５－１などに記したように、米の生産振興は農業開発計画上も重要な位置付けをされており、

また、象牙海岸国中部で日本人専門家の努力により、生産性の高い実証事例が実現していること

から、今後当該地域において、稲作技術協力を実施していく必要性は認められ、また一定の効果

は期待できると考えられる。ただし、米流通・市場の発達が未熟なうえ、継続的な耕作権（所有権）

に不安がある土地所有制度など、１プロジェクトでは解決が困難な外部条件があることを十分に

認識しておく必要がある。また技術的な面でも、ある程度のレベルに達している先進地区に対し、

さらに高度な技術（より効率的にかつ安定的に高収量をあげ得る技術）を普及するには、効果が直

接的に見えにくいこともあり、対応する専門家の高度な技術が必要とされよう。

５－５　各国における技術協力の可能性

（1）象牙海岸国

象牙海岸国において、稲作振興は農業開発マスタープラン上も増産の可能性の高い重要作

物の１つとして認識されており、また国家米計画（ＰＮＲ）という独立した組織が設置されて

いることからも、中央政府としての稲作に対する関心度の高さは確認できる。

しかしながら、稲作及び米の消費・流通の実態などについては、関税措置など一部の関与

を除き、国家は米の流通に関与していないなど、米の流通が自由化されていることもあり、ほ

とんど把握されていないといってもよい状況である（統計の信憑性は低い）。

たとえば、今回訪問した米作団地の１つであるサカス地区では、生産者組合と流通業者（仲

買人）との取引価格の折り合いがつかず、倉庫及び倉庫周辺に米が野積みされているような状

況であった。農家側は端境期になれば価格が上昇することを期待して強気なのであろうが、

籾の袋詰めのままの野積みによる品質低下で買い叩きが行われる可能性が高いと思われた。

このため、今後この地区で収穫された米が、いつごろどのような形で流通するかは全く予測

がつかない状況である。一応生産組合組織を持つ同地区においてもこのような状況であり、

未組織の個別米農家の生産実態や流通状況はさらに把握が困難であることを考えれば、信頼

性の高い統計数字に基づく、生産振興計画のレビューなどは、かなり困難な状況であると考

えられる。

一方、栽培技術的に見れば、これまでの日本人専門家の努力によるところが大きいが、地

区平均で５～６ t/ha（籾ベース）という高い収量を期待できる地区がいくつか定着しつつあ
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る。上記のような流通の問題で今後生産組合の求心力が失われ、地区活動が不活性化する危

険性に十分留意する必要があるものの、周辺の地域にとってみれば、一定の技術（及び投資）

があれば、ここまではできるという一定の手本はできつつある状況であると考えられる。そ

の後訪問したガーナ国のオチェレコ地区で、調査団は西アフリカにおける典型的とも言える

不適切な灌漑稲作栽培技術（例えば、トラクターの轍が残ったままの状況での直播による発芽

不揃いなど）を見たが、これらから考えれば、ンガタドリクロなどヤムスクロ周辺の農家の栽

培技術はかなり高いレベルに達してきており、周辺地区に与えるインパクトは大きなもので

あることが実感できた。

ＡＮＡＤＥＲは普及組織として稲作技術改良普及の責任を負わされているが、個々の普及

員にとっては対象作物が稲作に限らず作物全般にわたること、象牙海岸国では稲作が比較的

新しい作物であること（適切な稲作栽培管理や病害虫・生育障害などに関する実践的な経験が

ほとんどないこと）などから、ＡＮＡＤＥＲの技術者の稲作に関する関心・理解度は必ずしも

高くないと感じられた。一方ＰＮＲも稲作振興についての責任を負っており、稲作生産計画

全体に対する関心は高いものの、農民レベルでの技術的課題には関心がなく、それはＡＮＡ

ＤＥＲの業務と割り切っている。生産基盤整備に対して業務と予算の配分は重点的に行われ

ているが、各地域の現状に沿った技術的改善をサポートする体制にはなっていない。ただし、

優良種子の確保及び配布が生産性の向上につながるとの認識のもと、ＰＮＲの技術者による

種子生産のための技術指導などは行われている。農家からの聞き取り調査などからは、直接

ＡＮＡＤＥＲやＰＮＲの技術者の技術指導に対する評価を聞くことはできなかったが、間接

的な表現ながら、農家の彼らに対する評価は高いものとはいえず（マニュアルどおりの施肥量

などを伝える程度）、実践経験のある日本人専門家のサポートがなければ、今後中部地域にお

いても、先進地区の技術力の維持・発展さらに周辺地区への面的広がりを期待することは難

しいことがうかがえた。

現在ある程度のレベルに達している地区（ンガタドリクロ、ジェボノアなど）について、今

後とも安定的に高収量を持続するためには、もう一歩高度な栽培管理技術、たとえば、病害

虫などの早期発見と適切な措置、気象変動（旱魃、冷涼気候など）に対応した細やかな水管理、

地力に応じた施肥量・施肥時期の調節などに対応できる技術の向上と普及体制の強化も必要

となろうが、一方、流通対策また農家経営改善の視野も含めた協力も大きな課題となろう。い

ずれにしても農家に一定の意欲を持ち続けさせることが重要であろう。流通対策については

農家庭先レベルに留めるか、流通業者まで巻き込むかは慎重な検討が必要である。

土地の所有権問題については、農家の土地の所有を認める方向での検討も行われているよ

うであるが、厳密には土地の所有者は国であるにもかかわらず、伝統的な土地の所有者であ

る酋長、村長などの反対により、土地所有制度の改革は難しいとの見方がある（ＧＴＺ）。
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以上の事情をふまえて、現時点でヤムスクロ周辺でプロ技を実施するとすれば、以下のよ

うな展開が検討できよう。

1） 現在日本の無償資金協力により整備が進められているロカプリ地区において、ＡＮＡＤ

ＥＲ（人材管理研修部だけではなく農業組織支援部などＡＮＡＤＥＲ全体を巻き込む）に

加えＰＮＲをカウンターパート機関として、ＰＮＲによりロカプリ地区全体の稲作振興

計画樹立とその運営管理（庭先の流通対策を含む）を実施し、ＡＮＡＤＥＲを中心とした

農家への技術指導と、そのための人材育成、単なる米生産組合ではない総合農協的な農

民組織の育成及びそのことによる農業者の経営改善を実施するモデルを育成して、地域

開発のモデルを展示する。

2） 上記組合による、精米、貯蔵などを含む流通改善に資する活動を展開する。

3） さらに、ロカプリ地区の活動をモデルとする、周辺地区への普及活動を展開する。

（2）ブルキナ・ファソ

農業など分野の持続的成長の計画に係る戦略（2010年に向けての戦略）においても米の生産

については中心的な役割が置かれ、その生産性の拡大について期待されている。

ブルキナ・ファソにおける普及組織は、公社制度をとっている象牙海岸国やニジェール国

とは異なり、農業動物資源省の農業普及局（ＤＶＡ）の直轄事業として行われている。このた

め十分ではないにしろ国の直接普及に係る予算が執行されており、独立採算で収益性を考え

なければならない象牙海岸国などとは異なる。また地域ごとに配置された専門技術者及びさ

らに末端の普及を担当する地区担当普及員といった組織上の整備もされている。ただし、普

及局長からは、小規模農家が多い現状から民営化は難しいものの、方向としては民営化に向

かわざるをえないかもしれないとの考えが示された。特に米については儲かれば、民間人に

よる普及もあり得るとの考えが示された。

普及組織の機能としては、末端でまず普及員が農家レベルの問題の解決を試み、解決でき

ない問題は専門技術員、専門技術員が解決できない問題は研究機関である国立農業研究所（Ｉ

ＮＥＲＡ：科学教育省に所属）で解決するといったボトムアップ形式の問題解決法が一応確立

しているように見受けられた。また、実証圃場的な PAPEMという実験試験拠点が全国に数箇

所設置されており、現場適応技術の普及への体制も整備されている。（具体的な技術のレベル

は PAPEM などへの訪問ができずに確認できなかった）。関係者からの聞き取りによる印象で

は、一応普及組織は整って、普及員に対する訓練・再訓練も実施されており、研究機関と普

及機関の連携も一応とれているように見受けられた。現地調査を行ったモグテド灌漑地区に

おける農業者などとのインタビューなどにおいても、地区担当普及員は現場や農家の状況の

把握など、地区には精通していることがうかがわれ、一定の普及活動を行って農家からも一
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定の信頼を得ているように見受けられた。（ただし、実際の栽培技術・水管理技術や地図の活

用方法などについて技術的な限界はあるとは感じられたが）。

ブルキナ・ファソにおいては、谷地田（bas-fond）の役割を重視しており、特にそれほど大

規模な基盤整備予算を投入しないで谷地田を改良することによる生産性の向上の期待が高い。

流通問題については、国家経済・市場の自由化、またそれに伴い、米の価格の自由化、輸入

の自由化が行われたばかりであり、まだ問題が顕在化していない状況であるのかもしれない

が、現時点ではあまり大きな問題はないようであった。農家からの聞き取りでは、現時点で

米は比較的高価格で取り引きされており、作った米は全部問題なく販売できるという。農業

省としても米は収益性の高い作物としてその振興に力をいれていくとの認識であった。ただ

し、今回はブルキナ・ファソ内最大の穀倉地域であるボボデュラッソ周辺での調査は実施し

ていないので、ボボデュラッソ地域での調査を再度行う必要があると考えられる。ボボデュ

ラッソ周辺の大規模な精米工場が価格形成を行っているとの情報もあった。土地所有に関し

ては、現行法律上は土地所有は国家のものとなっており、農民組織に耕作権を与えている。実

際は慣習法により家族単位で耕作権を認められているが、売買はできない。普及局長の話に

よれば、今後は土地所有者が地方分権で徐々に地方レベルに降りていく方向が検討されてい

る模様である。日本との協力の可能性については、普及局に所属する専門技術員、普及員の

技術レベル、再訓練制度の運用実効性などについて、更なる見極めが必要ではあるものの、専

門技術員などを象牙海岸国に招いて、特に、ジェボノア地区などをモデルとして、小規模灌

漑または谷地田改良開発地区における技術指導を行い、専門家の巡回指導を行うことにより、

ブルキナ・ファソにおける稲作技術の発展に資する素地は十分にあるものと感じられた。

（3）ニジェール国

ニジェール国における米生産は、米の輸入が増加していることもあり、食糧安全保障上か

らも重要視されている（2010年に向けた農業戦略）。しかしながら、ニジェール国における米

生産の戦略はニジェール川から直接灌漑水をポンプアップする灌漑稲作に焦点が当てられて

おり、稲作技術普及を担当するＯＮＡＨＡも灌漑稲作基盤整備公社的な性格を有しており、

天水稲作（谷地田を含む）に対する関心はかなり低いものとなっている。さらにＯＮＡＨＡの

主な収入源は土木作業機を含む機械のリース料収入であり、農業者から技術指導料として

2400FCFA/haを徴収しているが、農家所得からみてこれ以上の徴収は不可能であり、十分な収

入は望めないことから、普及技術者の訓練・再訓練など技術向上対策は不十分であることが

うかがえた。

流通対策としては、農業省管轄の米公社（Riz du Niger）が直営の精米工場を持って農家

から等級付けをして米を買い上げており（全量買い上げの模様）、国家による流通管理が行
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われている。また、輸入米に対する関税は大蔵省により決定され、農業省は米の生産量など

需給に関するデータを大蔵省に提出だけだが、その関税率が頻繁に変更されるため、農業省

の担当官も現在詳細は承知していないとのことであった。

現在、ニジェール稲作における最も重要な問題点は、ポンプアップ稲作における投入経費

の増大（高価な輸入肥料を大量に投与することは、生産費の嵩上とともに外貨の減少の問題も

生じる）であり、いかに低投入で稲作を行うかが重要課題である。

国立研究機関である国立農業研究所（ＩＮＲＡＮ）の稲作研究も専ら灌漑稲作に集中してい

るとのことであったが、稲作についての専用実験圃場を持たず（農家圃場の借り上げにより対

応）、精密な比較試験や病害虫対策試験が実施できないなど、研究レベル・体制に疑問が残っ

た。

土地所有制度については、象牙海岸国などと同じく、所有権は国にあるものの、慣行で村

に耕作権が与えられているとのことであった。なお、現在ＦＡＯにおいて、ニジェール稲作

の問題点を分析し（報告書を入手）、対応策を検討中とのことであったので、今後のニジェー

ル国における協力方向を検討する上で、有用な資料になると考えられる。今後の技術協力の

可能性としては、ＯＮＡＨＡがカウンターパート機関となることが想定されるが、技術普及

員に対する対応力、技術的課題の共通性などを考えれば、協力関係について慎重な見極めが

必要となろう。

（4）ガーナ国

小規模灌漑プロジェクトの実証地区であるオチェレコ地区は現在農業者の意向調査などが

終わった段階で、農業者に対する本格的な技術指導がまだ開始されていない段階であり、均

平が不十分な圃場への直播による発芽不揃い、雑草の繁茂とそれに対する過酷な除草、除草

した雑草の畔への積み上げによる畔の巨大化と鼠・害虫の大量発生など、いわゆる慣行栽培

の問題点とそれによる低収量・不安定な状況が一目瞭然であった（坪井専門家によれば、象牙

海岸国のンガタドリクロも数年前はオチェレコと同様であったとのこと）。このような栽培技

術レベルでは、一定の収量をあげ、雑草の制御などができるようになるまでは、移植栽培の

方が省力的であり、効果的であるとの同専門家の見方である。

また、研究協力（谷地田開発）においては、関係者の努力で小規模な谷地田が農民の手（た

だし、開田には多数のヘルパーを雇用；15アールの田の開田に 15人× 20日のヘルパーの雇

用）で開田されていたが、かなり平均化に注意していても水不足の影響に加え地力や隣接の樹

木の影響もあり、同一区画田内でかなりの生育のばらつきが見られた。このような谷地田で

今後とも安定的に高収量をあげていくには、かなりの技術的なサポートも必要であるように

感じられた。なお、土地所有の面では、オチェレコ地区においてこれまで灌漑水が十分でな
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かったこともあり、年により耕作者が代わる（このことにより、水かかりの不公平を解消）状

況であり、このことが耕作者の管理の低さにつながっていた。ただし、リハビリ事業実施後

は、十分な水かかりが確保されるとの前提で、耕作者は固定する方向とのことであった。

ガーナ国においては、すでにプロ技と研究協力がスタートしており、プロ技においては稲

作を含む農家の経営改善のための取り組み、研究協力においては農家及びそのグループ自身

による谷地田小規模開発の可能性が検討されている。今後象牙海岸国を中心とした技術協力

がどのような方向に向かうかは明らかではないが、現状では稲作栽培技術においては象牙海

岸国に一日の長があり、稲作農家経営という観点では、ガーナ国の方が進んで取り組んでい

ることから、それぞれの特徴を生かしつつ技術交流を行っていくことは、地理的・気候的に

も近似した両国にとって有効であろう。
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６．稲作の現状と関連事項

６－１　調査各国の稲作の現状

（1）各国の米需給と米政策

1） 象牙海岸国

近年、象牙海岸国の米の消費量は年々増加して、現在は必要量 151.1万 tとなっており、

これに対して1990～ 1995年平均の生産量は 76.1万 tである。消費量に対する生産量の比率

がトウモロコシで 151％、アワその他のモロコシ類で 273％であることと対照的に、きわめ

て米の需要が高いため、現在は米の全消費量の約 50％を輸入せざるを得なくなっている。

政府としては、当面は輸入関税を使った灌漑整備などにより国内の生産力を高め、現状の

平均単収 3.5tを７ t に倍増することを希望している。現在の関税率はバルクで５％、通

常米（砕米 35％）で 15％、完全米（砕米率５％以下）で 25％などとなっているが、当然のこ

ととして、将来は自由化するのが基本的方針である。

その国内生産力の増強のために、同国では 1992年に国家農業開発マスタープランを立て

たが、その中の「国家米計画（ＰＮＲ）」では、年率９％で米の生産量を増加してゆき、1990

年の生産量を基準にして 2015年までに生産量を６倍にするという目標値を掲げている。農

業開発マスタープランの骨格では、灌漑稲作に最新技術を導入する（副官房長談）ことをね

らっている。またＰＮＲ総裁の談によれば農村に若者を定着させ、都市集中化を防ぐため、

また生産性の向上のために農業を機械化し、灌漑面積を毎年 5000haずつ増加し、また西ア

フリカ稲作開発協会（ＷＡＲＤＡ）との協力による稲作の強化、普及員の派遣による農民の

意向の汲みあげと技術の定着を図ること、などが計画されている。

表－１　象牙海岸国国家農業開発マスタープラン（1992～ 2015年）の稲作計画目標値

1990（基準） 1991～1995 1996～2000 2001～2005 2006～2010 2011～2015

生産量 面　積 生産量 面　積 生産量 面　積 生産量 面　積 生産量 面　積 生産量 面　積

（1000t）（1000ha）

687 － 1171 751 1609 852 2261 945 2290 1150 3990 1315

内訳： 陸稲  993 701 1597 774 1733 825 2300 1000 3083 1127

水稲  178  60  399  93  528 135  690  165  907  203

注）基準の数字は生産量のみ。水稲は新規開田（1995年までは１万ha、以後５年ごとに１万5000haずつ）を含む。

なお、表中の数字には合計と内訳が一致しないものがある。

しかしながら、今回の調査の結果、具体的にこれを推進・実施する体制が整うことは現

状では考えられない。それは別の基本政策である生産・流通の「自由化」が、積極的な食糧
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政策推進・農家誘導を妨げているからであり、農家を直接指導する立場の農村開発支援公

社（ＡＮＡＤＥＲ）も、基本的姿勢として農家の意思を尊重するとしているためである。し

たがって計画が発表されて６年を経過したが、年次別目標生産量は画餅となっており、計

画と生産実績との較差は開くばかりである。作付統計は統計局の仕事となっているが、そ

の精度を問題にするならば、農業共済制度その他さまざまな仕組みによって裏打ちされて、

詳細に作付統計がとられている日本とは根本的に異なり、統計の根拠はきわめてあいまい

であると見なければならない。このように「国家米計画」は N'DRI総裁の熱心な説明にもか

かわらず、政策具体化のための必要手段を欠き、目標達成の見とおしの全くない夢である

ことが明らかになった。

象牙海岸国の稲作は、一般にその栽培環境から大きく Riz pluvial（降雨依存稲）と Riz

irrigué（灌漑稲）に分類され、前者には典型的な陸稲とRiz inondé（内陸小低地における自

然湛水稲）が含まれ、栽培面積、生産量とも 90％以上を Riz pluvialが占めている。生産

性では陸稲は平均１ t/ha前後、最高で 1.5t、水稲は自然湛水稲で平均 1.5～２ t、灌漑水

稲で平均３～ 3.5t程度である。栽培面積はすべての栽培形態を合わせて1995年時点で約65

万 ha、生産量は 1995年にようやく100万 tを越した（104万 5452t）が、1997年は再び100万

tを切った（90万 8000t）。栽培面積の内訳として、政府の資料によく出てくる灌漑稲作２万

～2.5万 haという数字は栽培可能面積（整備済みということ）であり、年間作付け率を考慮

すると実際の栽培面積は１万～ 1.5万 ha程度と考えられる。上掲の表－１にみる数字との

乖離はよく認識すべきものである。

灌漑稲作での栽培品種は 1977年導入の B-189が、異品種の混入が目立ってきているもの

の、いまだに 90％以上を占めている。B-189に代わる品種として、IR系統や CISADANE、近

年では WITA系統が農家圃場で試作されているがまだ浸透していない。その中には国際熱帯

農林業研究所（ＩＩＴＡ）で交配育成し、ＷＡＲＤＡに移管されたWITA系統が将来的に有望

と考えられ、既に「Gagnoa（ガニョア）」という名でリリースされたものがある。ＷＡＲＤＡ

交配のWAB系統は生育期間の短さ、旺盛な生育による雑草との競争力、ライスイエローモゥ

トルウイルス（ＲＹＭＶ）抵抗性など、優れた点はあるものの、陸稲品種であるために水稲

栽培条件下での収量は３～４ t/haとほかの灌漑稲作品種に比べ低いため、ＰＮＲから種子

生産を依頼されている地区も、買い取り価格が低くなる（開始当初は 300FCFA/kg、現在は

225FCFA/kg）につれて生産意欲が低下し、ほかのより多収の品種への移行の意向を漏らし始

めている。

輸入量はここ数年 30～ 40万 t程度で推移し、1995年は 39万 8255tを輸入した。関税率は

現在、砕米 15%、バラ積み米５％、普通米（砕米率 35％）15％、高級米 25％である。
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2） ブルキナ・ファソ

ブルキナ・ファソの農業省事務局長の談話では、米は食糧としてばかりでなく収益性の

高い作物と考えているので、農民を組織化して生産性をあげたいこと、そのためにダムや

灌漑施設を整備してきたが、今後ＦＡＯの援助で谷地田稲作の拡大を図りたいし、流通を

管理するシステムも点検する、農民を専門化し組合を組織する法案は 1998年９月には採択

される見とおしであり、水稲栽培で心配される風土病の防除研究は、ＷＡＲＤＡそのほか

のおかげで大きな成果をあげている、また輸入肥料が経済を圧迫しているので有機質肥料

の活用が必要、などが政策のなかで考えられているという。調査団の質問に対して、輸入

米に対抗して国産米を保護する政策は取っておらず、完全に自由競争である、と明言した。

ブルキナ・ファソにおいても、稲の基本的な分類は Riz pluvial stricte、Riz de bas-

fonds、Riz irrigué、Riz de bas-fondsは象牙海岸国の Riz inondé に相当する。象牙海

岸国、ブルキナ・ファソのそれぞれの栽培形態における栽培面積、生産量の全体に占める

割合は両国で異なっているが、基本的な栽培環境はほぼ同様と考えてよく、広域技術協力

に際しては技術の応用が比較的容易であると思われる。

上述したようにブルキナ・ファソの稲作形態は基本的には象牙海岸国とほぼ同様であり、

また本格的な灌漑稲作の導入も、象牙海岸国と同じく台湾の技術協力によって 1960年代後

半に行われた。1993年時点における各々の稲栽培形態別の割合は、全栽培面積２万 6000ha

のうち、陸稲は 2500ha（9.6％）、Bas-fonds稲作は１万8000ha（70％）、灌漑水稲は5350ha（20

％）である。また全生産は５万 5000tのうち、それぞれは 2800t（５％）、２万 6400t（48％）、

２万 5800t（47%）で、象牙海岸国に比べると全面積、全生産量に占める灌漑稲作の比率が高

いことがうかがえる。そしてその収量は 4.8t/haと象牙海岸国の灌漑稲作の平均収量３～

3.5t/haをかなり上回っている（以上はＩＮＥＲＡ資料による。なお、AICAF資料によると

1995年は栽培面積４万 ha、生産量８万 4000t、収量 2.1t/ha、輸入量６万 2300tとなってい

る）。

また1996～ 97年には、稲作面積４万 7000haのうち灌漑水稲は 7000haで、生産量は11万

2000t、うち水稲３万 4000tである。このように作況（あるいは統計数字の不確かさもから

むか）の年次変動は大きく 97～ 98年の生産量は９万 tとなっている。

ＷＡＲＤＡの資料「Performances des Périmères Irrigués au Burkina Faso」による

と、1993年の灌漑稲作における灌漑方法別栽培面積、生産量、単収は、ダム灌漑が2500ha、

7700t、3.1t/ha、河川利用灌漑が 2300ha、１万 5300t、6.7t/ha、ポンプアップ灌漑が 550ha、

2800t、5.1t/haとなっている。

１人当たり年間の米消費量は現在12kg程度であるが、2015年には20kgになり、総需要量

は 1996年の 13万 tに対して 2015年には 35万 5000tとなる予測である。
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このため、ブルキナ・ファソの米増産計画（2015年目標）では、谷地田を 2,000haから４

万 ha、小規模灌漑田を 1500haから１万5000ha、大規模灌漑田を6500haから１万6500ha、好

条件の陸田を 2000haから３万 3000haに増加する計画がある。

ＦＡＯの稲作担当者は、政策のなかで米生産の優先順位は高く、特に南西部で開発の期

待が大きいこと、灌漑稲作の拡大は生産量の増加には極めて有効であるが、用水問題の解

決が必要であり、ＦＡＯが政策を助言中である、と述べた。

ＩＮＥＲＡの資料によると、灌漑稲作地域で栽培されている品種は Gambiaka、IR 159-

680-3、4418、4456、IET2885、BR51-319-9、ITA123、RP1125-1526-2、IR64、IR13240-108-2-

2-3など多くあるが、近年は Tox728-1が多くなりつつある。ＩＮＥＲＡにおいても独自に

FKR48、FKR50といった品種を交配により育成している。また陸稲品種としては既にＷＡＲ

ＤＡから、種間交雑品種 WAB 56-50、WAB 56-125が導入されている。

3） ニジェール国

ニジェール国における稲作は前述したように、Riziculture pluviale（雨期のニジェール

川氾濫原における伝統的稲作栽培で陸稲栽培の実態はあまり把握されていない）と

Riziculture irriguée（ニジェール川からのポンプアップによる灌漑稲作）に２大別される。

今回の調査では象牙海岸国のBas-fondsにおける自然湛水稲作にあてはまるものは確認でき

なかった。氾濫原稲作では人工灌漑ができないために近代的栽培技術を導入できず、年１

回の雨期の作付けだけで収量も低い（収穫皆無になることもしばしば）。面積は 8000ha程度

である。これに対して灌漑稲作は１万3000haほどで、栽培技術のレベルも高く、収量は４

～５ t/ha程度で安定している。灌漑稲作地区では年２回の作付けが行われており、農民組

合が組織され、灌漑水の利用、資材の購入、生産物の販売を共同で行っている（ＯＮＡＨＡ

資料）。

AICAF資料によると1995年の栽培面積は３万ha、生産量は６万9000t、収量2.3t/ha、1994

年の輸入量５万ｔである。また、農業牧畜省の「Annuaire des Statistiques de

l'Agriculture et l'Elevage 1996（1996年農業・畜産年報）」によると、1996年の栽培面

積は、３万 1467ha、生産量は８万 3189tである。

ニジェール国においても 1967年以降、象牙海岸国やブルキナと同様に台湾による灌漑稲

作の技術協力が行われた。灌漑水稲品種として以前は IR 5、IR 29が栽培されていたが、

近年は BG 90-2、IR 54が、そして現在は WITA 8、WITA 9 が品種試験に利用され、これ

から新奨励品種として普及される計画である。

農牧省農業局の説明では、米の生産は農業水利整備公社（ＯＮＡＨＡ）が担当するが、灌

漑ポンプや堤防修理などは環境省とリンクしており、生産量によって輸入量や関税を決め
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るのは大蔵省である。国が農家に対して生産の割り当てなどを行うことはない（理由は国が

必要な整備を済ませていないから、という）。局の下部組織に Riz du Niger があって精

米を行うが、全国３箇所の合計処理能力は、国全体の生産量７万 tのうち農協を通じて搬

入される２万 5000tに過ぎず、それ以外は統計もはっきりしないという。Riz du Niger は

また肥料の供給も行い、その代価を産米で支払ってもらう。農業局の説明では、米の品質

格付けは国立農業研究所（ＩＮＲＡＮ）が行うが、実際は砕米の多少だけが基準になってい

るようである（この点はどこも同じで、消費者は産地と味の好みで選択する）。

（2）各国の稲作現場の実態と問題点

1） 土地所有・耕作権

各国とも土地は基本的に国有であり、実際には土地の有力者や村長、あるいは組合長な

どの判断で、耕作権を個人に与えている。一般には耕作権は継続するが、象牙海岸国では、

土地は基本的には国家の所有するところである。しかし、実際には村長やその土地の有力

者が農民に耕作を許す慣習法が強く生き残っている。現在、象牙海岸国では慣習法からの

脱却を図って法律を制定しようとしているが、既得権を主張する者の反対が強い。ＧＴＺ

の話では、象牙海岸国の独立５年後に土地所有についての法律制定を試みたが失敗し、今

回も法案を提出しているが停滞しており、村長などが既得権を主張して法律は骨抜きにな

ろう、という。また土地がらみのプロジェクトを計画しても 80％は現所有者の反対でつぶ

れるという。

耕作組合が作られているところでも、土地の配分は過去の伝統に従うようであるが、耕

作放棄者が出ればその土地は組合のなかで話し合って処分が決められる。ブルキナ・ファ

ソでも土地は国有であるが、個人に与えることができるとしており、耕作は慣習法に従っ

て許可されている。国の組織が分化し、地方分権が進むと県、村、耕作者組合へと、土地

の取扱いの権利が移ることが予想されている。所有は認められていないので、売買はでき

ない。ニジェール国では、成績が不良な耕作者は土地を組合に返上させられ、別の組合員

に配分されるという。ガーナ国のある村では、ダムの水が十分に村に行きわたらないため

に、水廻りの良否を考慮して、短年次で次々に耕作地を移動させており、この結果耕作者

は肥培管理に無責任になり、土地管理上大きな問題になる。

2） 水利権と水管理組織

「広域協力」を考えるとき、その対象として、ＷＡＲＤＡでの育種以外には有望な増収技

術の開発が困難である典型的な陸稲や氾濫原稲作は除くとして、どのような栽培環境の稲

作を対象としていくのかが問題になる。そのとき各国の栽培形態の違いをまず考慮に入れ
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なければならない。内陸小低地のほとんど灌漑施設のない地域を技術移転の対象に含めた

場合、まずは簡易ながらも灌漑施設を整備することから始める必要があり、広域協力で考

えられている周辺国への年数回の専門家等の派遣、研修員の受入れだけで十分な成果を得

るのは難しい。ダム・河川水・ポンプアップのいずれの灌漑形態をとるにせよ、ある程度

灌漑施設の整った地域をまずは対象としていくことが効果的であろう。

各国とも灌漑稲作の生産性に注目し、水管理次第では持続的な高生産が可能であると認

識しており、灌漑面積の拡大（灌漑整備率の向上）をめざしている。象牙海岸国の場合は降

雨量、ダムの数などでほかの２か国に比べ有利な条件下にあるが、それでも栽培上の水管

理技術という狭い範囲だけでなく、基本的な「水の効率的利用」について十分な指導を行う

必要がある。ほかの２か国は条件がより厳しいため、水の確保や効率的利用について現場

レベルで十分認識させ、水利組合を作るなど指導を徹底することが必要である。

各国とも一般に水利権は現時点であまり問題になっていない。上流と下流とで水を巡る

争いはなく、貯水池の水の利用は勝手に行われているのが現状と見られるが、象牙海岸国

北部などの実態はさらに調べる必要がある。象牙海岸国のサカスのような大きな組合では

水路補修のための共同作業があるようだが、一般には水管理組織はまだ弱い。稲耕作組合

の組織がまだ確立されている所が少ないことの現れであろう。

象牙海岸国ではダムの下流で耕作する農民の間に、あるいは上流と下流の農民の間に水

利権を巡る争いはないが、北部地域で農業者と牧畜業者の間には争いがある。しかし近年

は雨期になってもかつてのように十分な降雨がなく、たとえば象牙海岸国のサカス（組合員

数最大時500人、現在300人、375ha）では、1998年の雨期はダムの貯水量が少なく作付を断

念していた。これはダムの水を乾期に利用した方が効率がよいことを考えてのことかと思

われるが、雨期に畑作物を栽培するという案は示されなかった。将来、世界的に心配され

ているように、水の利用が多くなれば大きな問題になることは、農村開発支援公社（ＡＮＡ

ＤＥＲ）総裁も認めるところであった。

ブルキナ・ファソのＦＡＯの見解では、灌漑水稲用に水系を整理するにはヘクタール当

たり 1200万 FCFA必要であり、２期作なら更に多額になるという。Bas-fondsならば 75～

100FCFAで済む。生産性を２期作計で 14t、Bas-fondsは４～５tであるとし、投資と収益の

バランスを考慮し、水資源の開発・整備をすることになるが、灌漑稲作は外国の資金協力

なしにはできない。ＦＡＯは投資効果を考えて Bas-fondsに投資し、第１フェーズは展示圃

を谷地田に設置して、稲と野菜などを栽培しているという。

3） 農耕用具と作業機

象牙海岸国のティアサレ（45haで２期作、1995年に組合結成）は、最近、日本の支援で揚
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水ポンプを更新したばかりである。アビジャンに比較的近いこともあって、日本の支援が

かなり入っており、以前にも倉庫や籾乾燥場などを作ってもらっており、熱心な稲作農家

グループである。耕耘機は 30年来使用しているというが、その一方、台湾製の風選機は壊

れたままで軒下に置かれており、脱穀調製にはあまり機械を使わないこの国の農民を象徴

している。しかし耕作にはダバ（鍬の一種）以外に畜力も使うという点で、中部・南部のほ

かの村とは異なっている。

調査した限りでは水田の耕起は耕耘機によるところが多く、均平はダバの類（鍬）による

ことが多い。畜力利用は象牙海岸国では Korhogoなど北部を除きほとんどない。ＧＴＺの

北部稲作プロジェクトでは小農が対象であり、機械は排して畜力を利用した。ＡＮＡＤＥ

Ｒ総裁は、機械化の重要性は認識しているが、過去の失敗例があってあまり急がない、た

だ農具の改良はすべきである、との立場である。

ブルキナ・ファソは西部で機械利用が進んでいるが、大部分は人力である。ただ、農業

省事務局長は労力軽減のための農具の改良が必要、と考えている。農業生産局（ＤＰＶ）で

も稲作技術のなかで機械は優先度が高いもののひとつであり、特に作業軽減のための、耕

起、散水、脱穀、精米については重要である、との考えである。

訪問したモグテド村は現在110haを 440人で耕作するが、トラクタは個人で１台、組合１

台を持つのみであり、耕起のみに用い、ほかは牛やダバによる。

ニジェール国では一般の農家はすべて手作業であり、その方が生産効率が高いと言って

いる、足踏脱穀機も壊れたままだ、とＩＮＲＡＮでの話。脱穀機の件は象牙海岸国でも同

様であり、どうやら心理的に、あるいは体質的に（？）合わないと話していたある農家と、

気持ちは共通しているようである。

4） 生産物の販売

稲作技術の改良により生産性が向上したとき、農民にそのまま利益が反映されるかどう

かは、流通システムの整備にかかっている。

現状では生産物の販売に稲作農民の意思がほとんど反映できないといってよい。この原

因としては、精米機を持たないため籾で販売するしかないことがあげられ、調査した各村

ともほとんどが貯蔵・加工（精米）施設を持たなかった。この結果、現状では収穫物の販売

は訪れる商人の提示する価格に従うほかなく、折り合わなければ、象牙海岸国のサカスで

見たように、露地にまで米の袋を積みあげて売却の時期を待つしかない。サカス（組合員数

最大時500人、現在 300人、375ha）では、この雨期はダムの貯水量が少なく、作付を断念し

ている。また前作の生産物がまだ販売できずに倉庫に山積みになっている。組合員数の減

少は耕作放棄によるもので、残った組合員が耕作するという。
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象牙海岸国のローカル米の例で、籾では最高でも 150FCFA/kg、最低では 80FCFA/kg以下と

なる。現在は100～ 120FCFA/kgである。これが白米での販売になると最低でも200FCFA/kg、

最高では 300FCFA/kgになる。多くの場合は村にくる仲買人に売りわたすが、もし精米機が

あればかなり良い値で売ることができるようになる。しかし、そうした状況で仲買人が買

いにくるかという問題が新たに出てこよう。その場合は自ら売りに行くための、都市への

アクセスや流通面での問題解決が必要となる。精米機は個人での購入はまずできないので、

組合組織を作り共同購入する必要がある。

輸入米が安く、国産米が高いといった問題は、政府の国産米保護の姿勢にかかってくる。

国内の米増産を図り、輸入米を減らし、自給を達成するためには、国内産米に競争力をつ

けさせることも必要であるが、まずは各国政府の国内産米保護の政策が必要である。生産

資・機材の値段が高いため、国産米価格が高くなるということがあるが、これについては

生産者が組合組織を作り、資・機材の共同購入を行うことで値段、生産コストを下げる努

力が求められる。象牙海岸国のンガタドリクロ（12ha、30人）では、ＦＥＤの拡張計画が実

現すると、３か村合計で 50haになることになっている。ここは啓蒙普及地域のなかでも優

れたグループであり、現在ＰＮＲの依頼で採種栽培しているが、種子買上げ価格が

300FCFA/kgから 225FCFAに下げられ、農家の意欲をそいでいる。政府の方針がぐらぐらして

いれば、育つはずの稲作組織も途中でつぶれてしまう。かつては国が精米設備をもってい

たが、ここにはそれがなく、飯米用としても売りにくいこと、また作業機械の備品を入手

しにくいことが、悩みであるという。

技術協力で販売のための対策をセットにすることはＧＴＺの例がある。ＧＴＺの象牙海

岸国北部稲作プロジェクトでは 1700 人を組織し、稲以外にもカカオなどを栽培している

が、流通対応のために倉庫を建設し、これによって 20％の利益を確保することができたと

いう（農民組織を活用して値上がりまで販売を待ち、キログラム当たり 82FCFAの収益を確

保した）。

ブルキナ・ファソのモグテド村では精米機を 13台持つ。1998年は籾だと 175FCFA/kgで

あったが、精米にすると800 FCFA/kgとなった。トウモロコシは60～ 70FCFA/kgから 220FCFA

と変動が大きい（天候の影響が大きい）。
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表－２　米の店頭価格　1997年３月　象牙海岸国ブアケ市内

（単価 FCFA）

銘　　柄
スーパーマーケット価格 公設市場2）

5kg袋詰 5kg換算（袋詰） 1kg換算 1kgあたり価格

1. Riz Asia
2100 420

225（Vietnam）

（Thailand） 500（Thai）

2. Oncle Joe
2070 1796（25kg） 415～ 316 250

（USA）

3. 〃 1800（50kg） 360 35

4. Riz Local
1725 1450（25kg） 345～ 290

225（陸稲）

（Côte d'Ivoire） 300（破砕多）

5. Brisure1）
1620（25kg） 324

（Thailand）

6. Riz Long Grain

（unknown） 1800（25kg） 360

（5% Brisure）

1） Brisure は砕米の意味。

2） 公設市場のものは、輸入米、国産米を問わず、搗精の程度はかなり差がある。

3） １ US$＝ 550FCFA

表－３　1997年３月　象牙海岸国アビジャンのスーパーマーケット　Hayat Ivoire

生産国 形態・銘柄 重量（kg） 価格（FCFA） 1kg換算

1. Côte d'Ivoire 長粒デラックス 5kg 1530 306

2. 〃 デラックス 3kg 1355 452

3. 〃 無銘柄 0.5kg 200 400

4. Thailand 香米デラックス 5kg 2210 442

5. 〃 RIZ DONATI（援助米） 1kg 3485 3485

6. USA 長粒 5kg 1510 302

7.  〃 カルメン（強化米） 1kg 655 655

8. India バスマティ 2kg 5200 2600

9. Surinam RIZ DONATI（援助米） 1kg 2565 2565

10. Italy アルボリオ 1kg 3515 3515

11. Brazil パーボイル 1kg 900 900

12. Unknown 長粒パーボイル 5kg 2750 550

13. 〃 RIZ DONATI（援助米） 1kg 2650 2650
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表－３ではさすがに外国人の多く訪れる所だけあり、米価格はブアケの10倍に近いもの

もあることと、国産米の低価格が目をひく。

表－４　1998年８月　アビジャンのスーパーマーケット

生産国 銘柄・形態 5kg詰 25kg詰

1. Côte d'Ivoire Riviera （長粒デラックス） 1920 8330

2. 〃 Riz eture （パーボイル米） 2370 －

3. Thailand Brisure  香米 1760 1） 16100

4. 〃 Mekong （デラックス香米） 2910 14400

5. 〃 Golden Butterfly  （超級香米） 4775 23875 2）

6. USA Uncle Joe 2090 9340

7. unknown A2 Asia 1910 －

1） 布袋入

2） 10kg詰（布袋入、9550）から換算したもの。

5） 政策面での問題

象牙海岸国は稲作には非常に恵まれた自然環境で、増産の可能性を大いに秘めながらも、

その環境を十分に生かしていない。ダム・灌漑施設（その建設の場所は政治的に選択された

としても）が多くありながら、現在ほとんど稲の作付けが行われず、自然放流にまかせてし

まっている地区も多く見受けられる。一時的ではあるにせよ、1976年には自給を達成して

おり、そのポテンシャルの大きさは認めることができる。問題は、この自給達成が技術移

転を伴わない、プランテーション方式による、政府の完全な補助金漬けの保護政策の下で

達成されたという点であろう。1971年に政府は米開発公社（ＳＯＤＥＲＩＺ）を組織し、肥

料、農薬など生産資材の無料配布、生産米の買い取り保証政策を実施した。この政策によ

り象牙海岸国は自給を達成したが、1977年に逆ざやの累積赤字によってＳＯＤＥＲＩＺが

崩壊した後、稲作からの激しい農民離れが起こり、伸び続ける米需要を賄いきれずに再び

輸入国へと転じることになった。

稲の栽培にはしばしば、技術面で農民自身の判断や決断を伴う主体性が求められる。ま

た稲作自立農家として立つには経営面での主体性も求められる。指示に従っていればよい

プランテーション農業方式ではなく、技術移転の伴った、栽培上主体性を持った農民育成

をめざした政策と、すべてを無料配布するのではなく、収穫後一定割合を返納させるとい

うシステムをとり、経営面での完全な依存体質（特に精神面で）を生ませない政策がとられ

ていたなら、これほどまでの稲作離れは起きなかったのではないか。もう少し現在の状況
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も変わっていたのではないだろうか。確かに象牙海岸国には現在、米の販売・流通面で農

民の力では解決できない問題があり、その対策も求められるが、高収量技術を身につけ、甘

えのない主体性を持った農民を育成していくことで、今後の状況を良い方向に変えていく

ことができるのではないか。またそうした農民の育成以外に米の自給達成に近づく方法は

ないのではないだろうか。そのためには、米はどれだけ高収量が望めるのかを現実に見せ、

体験させること、そしてどうすれば米作りが儲かるかを農民自身に実際に体験させていく

努力が必要と考える。

6） 農家の技術レベル

象牙海岸国では稲作啓蒙普及地域を中心にいくつかの稲作農業者グループの活動を見た

が、ブルキナ・ファソは１箇所しか見学していないし、ニジェール国では灌漑稲作水田を

説明なしに見ただけである。したがって確言はできないが、施肥方法などを含めた適正栽

培技術は、象牙海岸国以外の２か国では現場レベルで確立されていないのではないかと考

えられる。その例としては既に述べた水稲作の連作障害がある。これが施肥によるのかど

うかは検討を要するが、いずれにしても、水稲栽培の歴史のまだ浅い両国では、研究と普

及との連携がよいブルキナ・ファソといえども、農家に対する技術指導は今後の問題であ

ると考えなければならない。ブルキナ・ファソのワガドゥグＦＡＯ事務所では、この国の

灌漑水稲は７ t/ha、Bas-fondの稲は４ t/haの可能性を持つが生産技術を農民は知らないの

で、デモ栽培実証圃場を設けるのが有効であり、ほかに種子、農薬、社会組織（特に流通関

係）の改善により、谷地田で 49％、灌漑水稲では 50％の収入アップが見込める、としてい

る。

注目していたＲＹＭＶの発生もブルキナ・ファソでは圃場で確認し、ニジェール国では

ＯＮＡＨＡの資料で確認し、圃場にもそれらしき株を見つけたが未確認である。今後の発

生状況に注目し、被害が広がる可能性が出てきた場合は早急な対策が必要と思われる。

６－２　研究機関・普及機関の現状と問題点

（1）国立の研究機関

象牙海岸国のサバンナ研究所（ＩＤＥＳＳＡ）は高等教育・科学研究省に所属し、品種開発

を行っているが主体は陸稲で、IDSA6、IDSA10など、現在の主要品種のいくつかを育成してい

る。研究の資金が乏しく、種子生産業務は弱体であり、国内にＷＡＲＤＡがあること、また

農業省の管轄外であることから、ＰＮＲは頼りにしていないのが実情である。近くほかの研

究所と統合されて国立農業研究センター（ＣＮＲＡ）になると言われている（後述）。

ブルキナ・ファソの国立農業研究所（ＩＮＥＲＡ）も中高等教育・科学技術省に所属し、稲
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作に関する研究としては、水陸稲各々の生態系に適した品種の開発、及び適正栽培技術の開

発を行っている。

研究スタッフの資質はニジェール国よりも低いと思われたが、研究意欲が高く実績も勝っ

ていると見た（ニジェール国では予算がないので交配ができない、としているのに対して、ブ

ルキナ・ファソでは独自の交配による品種を開発している）。ここで入手した「F i c h e s

Techniques Riziculture」には、詳細な水陸稲各生態系向けの奨励品種解説及び栽培方法を載

せている。またＩＮＥＲＡは農業省の普及部門との相互連携がよく、導入した優良品種の採

種も普及組織の圃場で行い、中央だけでなく45の Provinceレベルでも、普及部門との連絡会

で技術問題の情報収集と評価を行っている。

注目されるのは灌漑稲作の苗代と本田における施肥（基肥、分げつ肥、穂肥）方法と量であ

る。試験研究機関の資料であるから、これらの技術はデータに基づいて推奨している方法と

考えられるが、苗代施肥や分げつ肥の必要性、施肥量などには確認したい点がある。除草剤、

殺虫剤の使用も記載しているが、手取り除草の重要性、殺虫剤散布が必要となる被害茎の割

合（要防除水準）も載せてあり、それらは農民レベルに実用的な技術・知識として評価したい。

「広域協力」の第１歩としては、こうした当該国の奨励方法と象牙海岸国で開発された奨励

方法の比較を試みて、その方法による増収の確認だけでなく、より経済的な増収方法はない

かという観点からの検討も加える必要があると考える。

ＩＮＥＲＡではＦＡＯや世銀からの資金援助（1995年に 70万 $）があり、1998年は予算 4700

万 FCFA（うち 800万 FCFAはＷＡＲＤＡから）を計上した。

ニジェール国の国立農業研究所（ＩＮＲＡＮ）は農業牧畜省に所属し、すべての農畜産物を

研究対象とする。1975年から稲作に関する研究を行っており、現在、灌漑稲作のみを研究対

象とし、かつて青年海外協力隊員が担当していたという陸稲は、現在は研究対象外となって

いる。灌漑農業プログラムとしては７つがあり、そのうち灌漑稲作に関しては病害虫防除と

品種選抜がある。現在は特にニジェール国の栽培環境（雨期と乾期の違い）に適した品種（90

日程度の早生品種）の選定をめざし、国立稲作研究所（ＩＲＲＩ）やＷＡＲＤＡ、ＩＩＴＡか

らの材料で試験（収量、ＲＹＭＶ耐性など）を行っている。資金不足のため独自の交配による

品種育成はしていないとのことであった。基礎研究は Niamey大学農学部にまかせて、もっぱ

ら応用研究、すなわち施肥、品種比較、栽植、水管理など、現場にすぐ生かせる試験が行わ

れている。

資金不足（ＷＡＲＤＡからの研究資金協力を得ているが）、人材不足のほかに、問題点とし

てはＩＮＥＲＡが 50haの試験圃場を持っているのに対して、ＩＮＲＡＮは自らの試験圃場を

持たないことがあげられよう。試験圃場はＯＮＡＨＡを通じて農家圃場を利用することで

データを得ている。
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ＩＮＲＡＮでは、普及機関ＯＮＡＨＡの普及員の研修を行っているとのことであったが、

この点に関してＯＮＡＨＡでは明確な回答が得られず、詳細は不明である。またＷＡＲＤＡ

などから得た種子の増殖に関しても、ＯＮＡＨＡとの関係は明確にはならなかった。

（2）国際研究機関

象牙海岸国にはＷＡＲＤＡ（仏語略称はＡＤＲＡＯ、西アフリカ稲作開発協会）があり、国

にとっては大きな力になっている。かつては陸稲が主対象であったが、ＩＩＴＡから稲研究

部門を完全に引き継いだ（育種材料の移管は1997年夏）現在では、水・陸稲が半々の比重であ

る。今喧伝されている稲種間雑種（Oryza sativa X O. glaberrima） も、水田向け系統の選

抜を並行して行っている。近年は、品種選定や種子増殖で積極的に農民参加型をとっており、

農民学校で多数の系統を見せて評価させたり、農家圃場で数品種を試作して結果を農民自身

に判断してもらい、育種の方向付けやそのほか各試験用のデータとして利用したり、ＰＮＲ

を通じて農家圃場での種子増殖を行うなど、現場に密着した研究活動を行っており、象牙海

岸国はＷＡＲＤＡが国内にあることの優位性をようやく生かし始めた。日本人研究者（ＪＩＣ

Ａ専門家を含め）も現在３人おり、来年にはさらに１人派遣される予定であり、ＷＡＲＤＡと

現場との情報交換がより一層密になることが期待される。

普及機関ＡＮＡＤＥＲとの関係では、灌漑稲作機械訓練計画（ＣＦＭＡＧ）の研修生（専門

技術員）がＷＡＲＤＡを訪問して講義を受けたり、試験圃場を見学し意見交換を行うことなど

は以前から行われてきた。しかし国際機関という性格からか、普及現場での諸問題の解決と

か、逆にＷＡＲＤＡの研究成果を直接ＡＮＡＤＥＲの普及活動に生かすことはなされていな

いのが現状といえる。

地元の象牙海岸国のほか、地域内のほかの国の研究機関との連携も、当然のことながら活

発に行われており、品種選定や栽培技術に関するネットワークによって、各国の研究支援を

行ったり、共同研究の形で直接、間接に（ドナー国の協力を得て）資金を提供している。

（3）普及機関

1） 象牙海岸国

象牙海岸国のＡＮＡＤＥＲは 1993年に、食糧開発公社（ＣＩＤＶ）、コーヒー、ココアを

対象とする農業近代化技術支援公社（ＳＡＴＭＡＣＩ）、畜産開発公社（ＳＯＤＥＰＲＡ）の

３公社を合併して設立した株式による特殊法人で、農畜産物全体を扱う普及機関である（た

だし、綿は繊維開発公社：ＣＩＤＴが担当）。本部－地域事務所（10）－地区事務所（50）と

いう体制で、農畜産物生産者に対する技術指導、農民組合の支援をその活動内容とする。各

地区事務所には地区事務所長（ＣＺ）以下、専門技術員（ＴＳ）、農業組織化専門員（ＳＯＰ
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Ａ）、監督員（Superviseur）、農業アドバイザー =普及員（ＣＡ）が配置されて活動している。

1998年から世銀の融資・指導で農業部門国家支援計画＝農業セクター構造調整計画（ＰＮ

ＡＳＡ II）が実施されており、現在 50ある地区事務所を60に増やし、地区事務所を管轄す

る地域事務所を 10から７に減らす。また現在 3191人の職員を５年後には 2969人まで削減

する計画である。現場レベルではSuperviseurを約 40人、ＳＯＰを約60人、ＴＳを約 80人

増やす一方、1600人あまりいるＣＡを1200人まで減らす計画になっている。この計画によ

るＡＮＡＤＥＲの今後の動向に注意したい。ちなみにこのＰＮＡＳＡIIには試験研究機関

の機構改革も含まれており、サバンナ研究所（ＩＤＥＳＳＡ）、森林研究所（ＩＤＥＦＯＲ）、

象牙海岸国技術研究センター（ＣＩＲＴ）の３つの研究所は国立農業研究センター（ＣＮＲ

Ａ）の名で１つにまとめられる計画である。

ＡＮＡＤＥＲはその成立の過程から、活動対象を農畜産物全体としており、ＣＡや

Superviseurレベルでは活動対象作物は細分化されておらず、農畜産物すべてを扱うことに

なっている。ＴＳレベルになってようやく対象作物が分かれるが、それも畜産、コーヒー、

ココアなどの多年生作物、一年生作物（「食糧作物」と「野菜を主とした販売用作物」とに分

けて担当させている地区もある）、機械というような大まかな分担になっている。

多年生作物（商品作物）担当者に比べ、食糧作物担当者は少なく、特に稲作をよく知るＴ

Ｓはまだごく限られている。ＣＦＭＡＧで研修を受けても職場に戻れば米だけ扱うという

訳にはいかず、「稲作のスペシャリスト育成」には難しい側面があるが、現在少数ながらデ

モ圃場の設置、ＣＦＭＡＧ推奨栽培法の普及に努めている普及員もいるので、彼らの稲作

に関する活動のサポートを行い、少しずつでも稲作スペシャリストを育成していくことが

必要と考える。

ＴＳはＩＤＥＳＳＡなどの研究機関で研修を受け、または情報入手を行い、ＣＡの訓練

も担当しているが、研究機関側は予算・人材不足で思うような活動ができていない。

ＰＮＲとＡＮＡＤＥＲの連携のなさも稲作振興のうえでの問題点と指摘できる。農業動

物資源省官房付のＰＮＲが政府の方針で「稲作再建計画」のような活動目標を立てても、人

員も少ない１組織に過ぎないＰＮＲでは現場の活動も限られ、実際普及を担当するＡＮＡ

ＤＥＲがそうした計画を認識して活動に当たらなければ目標を達成に導くのは困難だと思

われる。しかし、ＡＮＡＤＥＲ側はそうした計画、目標を認識しておらず、政府の目標が

現場で活動する人間の活動目標になっていない。また同じ地区で同時に種子生産活動を行

うなど、現場における活動の線引きも明確になっていない。まずは両組織の上層部で定期

的な会合を持ち、意思疎通の徹底を図り、役割分担を明確にする必要がある。そして現場

レベルからもこの両組織の関係強化、緊密化に努力を払う必要があることを痛感している。
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2） ブルキナ・ファソ

ブルキナ・ファソでは、畜産振興の重要性が認識されて、1997年に農業・動物資源省を

農業省と動物資源省に分離した。農業省の農業普及局（ＤＶＡ）は、12の地方、45の県の8000

に及ぶ村落レベルに 900の普及組織を置く、職員総数 2214人の組織である。

農業省にはＤＶＡの他に、総務・経理局（ＤＡＡＦ）、調査・計画局（ＤＥＰ）、植物生産

局（ＤＰＶ）、組合化促進・農村法制局（ＤＰＣＬＲ）の４部局があり、州、県、郡、村各レ

ベルで支所が置かれている。

ＤＶＡには普及・研究開発課、研修課、内部調査・評価課の３課が置かれ、農民に対す

る各種支援を行っている。村レベルには高等中学校（Lycee）に４年通った後２年間農業訓練

センターで訓練を受けたＡＶＢ、ＣＡＰと呼ばれる普及員がおり、全作物に関する技術ア

ドバイスや農民の組合化支援を行い、また彼らを監督する Superviseurが配置されている。

ＴＳと呼ばれる専門技術員はＩＮＥＲＡなどの研究所で訓練を受け、ＡＶＢ、ＣＡＰの研

修を行っている。普及局では農民（現場）調査を行い、その現場レベルのニーズ、問題点を

中央部まで引き上げ、分析を行い、中央部の計画作成などに利用したり、あるいは各レベ

ルにまで情報を提供するといったことを行っており、そういった点では普及担当機関とし

て理想的な活動が展開されているといえる。実施は予算次第だが、普及員に対する再訓練

プログラムも準備されている。

象牙海岸国と違って輸出向け作物が少なく、灌漑稲作地区に配属されている普及員は原

則として米作のみを担当することになっているが、農民は米だけ作っているわけではない

ため、全作物について知っておく必要があるとのことであった。また、２年間の訓練セン

ターの訓練プログラムは調べなかったが、２年間で農業を学ぶとしたら、浅く広くになら

ざるを得ないだろう。ただ、①末端の普及員は全作物対象ということだが、灌漑稲作地区

では原則的に米作のみ担当ということ、②ブルキナ・ファソの場合、輸出向け作物は綿ぐ

らいであって、象牙海岸国のようにココア、コーヒー、オイルパームなどといった多くの

輸出向け商品作物があり、普及員も食糧作物に比べ偏りがちな状況を考えると、象牙海岸

国よりは米に対する比重を高く置くことが可能と考えられること、などにより「稲作スペ

シャリスト」育成は象牙海岸国より条件が良いように思われる。現場密着という点で末端の

普及員に米作りを教え、各地で活動してもらうことはもちろん重要だが、「スペシャリス

ト」については、研究機関から何らかの研修を受け、全般的な基礎知識（米についてはあえ

て期待しないが）を持つＴＳを対象に訓練して、彼らが普及員を総括し、普及員を彼らとと

もに現場で働く機動力と位置付ける形が望ましいように思われる。ただそれは理想論であ

り、象牙海岸国もブルキナ・ファソも、どんな形でもよいからとにかく稲作栽培を指導で

きる人材を増やすことが急務である。
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研究機関ＩＮＥＲＡとの関係について触れると、普及局が毎年実施する活動報告会議や

次年度活動計画立案会議、ＩＮＥＲＡが行う同様の会議に、相互に参加しており、そうし

た情報・意見の交換が中央だけでなく地域レベルでも行われている。また農民から出る疑

問・問題を普及員が解決できなければ、ＴＳまで、更には試験研究者にまで連絡を取って、

解決方法を探ってもらうような連携が取られており、さまざまな現場レベルの問題を調査

や実証試験で解決するという、普及当事者をサポートする実験試験拠点・PAPEMの設置も特

筆すべき点と思われる

ＡＮＡＤＥＲはその傘下にコーヒーやカカオをもっているので資金力があるが、ＤＶＡ

はそうしたものをもたないために、協力の仕方はＡＮＡＤＥＲのような方式をとれないこ

とを考えなければならない。ただ、米については民間活力の利用を考えることができるか

もしれない。

3） ニジェール国

ニジェール川流域の灌漑整備を進めるため、1978年に設立された農業水利整備公社（Ｏ

ＮＡＨＡ）は農業牧畜省管轄の特殊法人で、運営費の 20％だけを政府が支出し、15％は各

地区の農民組合から支払われる技術アドバイス料・メンテナンス料、残りは公社所有の大

型工作機械のレンタル料で賄う。中国、ベルギー国など諸外国や、欧州開発基金、アフリ

カ開発銀行などの国際機関の援助を受け、現在までに 47地区、計１万 2860haを整備した

（稲作以外の他作目も含む）。中央本部には総務・経理局（ＤＡＦ）、支援・普及局（ＤＭＶ）、

資機材・保守管理局（ＤＭＭ）の３つの局があり、本部と支援・普及局の下部に位置付けら

れている５支部を合わせ総数は 177人だが、普及組織としての機能はきわめて不十分であ

る。ＩＮＲＡＮとの関係についても明確ではない。

６－３　広域稲作技術協力の可能性と内容

（1）象牙海岸国政府機関の態勢について

諸々の課題があるが、何よりもＡＮＡＤＥＲはもちろん、国家あげて稲作振興に力を注ぐ、

本腰を入れるという姿勢が欠かせない。しかし今回の調査団への対応ぶりからは、残念なが

らそうした姿勢は感じられなかった。大臣官房やＰＮＲでは質問に対する説明はなされたが、

どこか的を得ていない、現実離れした絵空事のような印象を受けた。国家農業マスタープラ

ン（1992-2015年）の生産目標で、稲に関しては年増加率を９％とし、1990年の生産量を基準

として 2015年にはその約６倍の 399万 tを目標値に掲げているが、まずその数字の高さに驚

くとともに、それを実現するための具体的な方策（プロジェクトなど）が見えないばかりか、

５年で区切った 1996年までの達成数値がない。1995年に設立されたＰＮＲが 1997年「稲作再
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建計画」と題した計画を策定、提示しているが、上記の数字を幾分下方修正しているものの、

このなかでも籾生産を毎年８％ずつ増産させ、2005年には生産量を 1996年現在の 105万 tか

ら 223万 6000tへ、灌漑水田面積を２万 6000haから９万 4000haとする大胆な計画を示した。

国家農業マスタープランは、内藤久仁彦専門家が報告書に記したように、将来の必要予想数

値を基にして５年ごとの目標数値を算定したものに過ぎない。こうした数字を見ていると、

広域構想を考える前にまず、象牙海岸国では第一段階から長期的な視点で取り組まなければ

ならないと考えざるを得ない。

同国では新しいプロジェクトの拠点をヤムスクロに置く理由として、小ダムと水稲栽培が

中央部から北部にかけて多いこと、農学関係の専門教育機関がヤムスクロにあり、学生が多

いこと、ブアケにＷＡＲＤＡとＩＤＥＳＳＡがあり、研究施設に恵まれていることをあげて

いる。そのプロジェクトサイトとして、25年前に作って今は廃屋になっている元農業機械化

公社（ＳＭＡ）の修復も視野に入れているようである。この際、先の灌漑稲作機械訓練計画の

プロジェクトサイトだったグランラウ農業機械化訓練センター（ＣＦＭＡＧ）がサブサイトと

しての役割を持たせられるようである。グランラウの稲作専門家集団を今回のプロジェクト

において有効活用することは不可欠であるが、象牙海岸国全体から見るとその専門家集団は

まだ極めて小さく、しかも現在研修のセンターとして考えられているヤムスクロとグランラ

ウとの距離を考えると、グランラウの勢力を大きく殺いでしまうことになる可能性が懸念さ

れる。プロジェクトの推進のためには、後述するように指導力のある普及員を多数育成する

必要があるが、グランラウを核にして人材を養成しようとするときには、計画は細心の注意

をはらって作成する必要がある。

（2）広域協力の内容

象牙海岸国に稲作指導者が育ち、とりあえずは自給の目途が立った段階で、広域協力へど

う移行してゆくか、内容を詰めていく必要があるが、そのあり方や内容について決めるには、

さらに対象国での稲作農家の圃場視察と聞き取り調査を行うことが重要と思われる。この点

については、象牙海岸国での第一段階実施中に周辺対象国の調査を同時進行させる計画に

なっているが、今回のように農業（稲作）関係者に対するヒアリング、資料収集を行うと同時

に、今回ほとんど実施できなかった農家圃場の視察調査、農民への聞き取り調査が必要であ

る。今回の調査では普及員の技術レベルは分からなかったものの、農家の稲作に対する意欲

とそれなりの技術レベルはある、と感じた。

すべての条件が整えばという前提をつけて、ＦＡＯはブルキナ・ファソ、ニジェール国と

もかなりの高収量（灌漑稲作で７t/ha）が可能とみている。実際、両国の灌漑稲作における平

均収量は既に 3.5～ 4.0t/haになっている。両国とも象牙海岸国と同様に台湾の技術協力を受



- 46 -

けているが、ともかくアジア的集約稲作技術がこの両国においても増収効果があることは既

に証明されていると考えてよい。ただ両国のどの研究・普及機関でも、農家圃場にデモ圃場

を設置しているという話はなかったので、多くの農民はまだどの程度まで増収が可能なのか

理解していないのではないか、それを見せる意味で、またブルキナ・ファソのＦＡＯで指摘

されたように現場の技術不足を補う上でも、訓練に伴うデモ圃場の設置は、適正栽培技術の

定着・普及に効果的な手法だと考える。

具体的には訓練活動を開始する前に、まず現地における適正な栽培技術を見つけなければ

ならないが、象牙海岸国で開発した現在の手法をそのまま周辺国で実施するには、時間も人

も限られている。したがって象牙海岸国の適正栽培技術と現地での栽培法の比較から始める

ことになろう。その際のポイントは、適正品種の選択、畦畔整備・平均を含めた水管理技術、

そして適期・適量の施肥技術である。ブルキナ・ファソでは高価な化学肥料（本来は綿栽培向

け）が多投され、「稲の連作障害」という言葉も耳にした。ニジェール国では化学肥料の多投

による増産が証明されている（ＪＡＬＤＡ報告）が、この国でも化学肥料は高価であり、技術

改善の余地は十分あると考えられる。こうした周辺国における実際の栽培状況は、農家圃場

において調査することが重要である。またそこで出てくる細かな問題については助言・指導

するとしても、原則としては各国の研究・普及機関による実証圃場が、解決方法を探るのに

より良いものと考える。ブルキナ・ファソではすでに実験試験拠点・PAPEMの設置を実施して

いる。

（3）象牙海岸国以外への協力の形

次にどういった形で広域協力を行うかについては、第三国研修との絡みで、専門家が指導

に行くのか、カウンターパートもしくは象牙海岸国のほかのスタッフが行くのか検討する必

要があるが、年数回の専門家などの派遣と研修員の受入れが原則になると考える。現在象牙

海岸国内で行われている現地訓練活動を例にすれば、事前調査は一応除くとして、苗代設置、

田植え、生育調査、追肥、収量調査と最低５回の現地訓練となる。周辺国における訓練（デモ

圃の設置）も、年何回というよりは、最低限１作期５回程度の訪問は必要と考える。そして周

辺国でのデモ訓練だけで足りない部分は、象牙海岸国で研修員として受入れ、個々の栽培技

術について補完を行うという形になると考える。

６－４　他ドナーとの連携の可能性

国際機関、各国援助機関を訪問し、各機関の当該国援助に対する基本方針・戦略、水田稲作に

対する考え方、具体的活動内容について資料の入手、意見交換を行い、他ドナーとの連携の可能

性について調査を行った。各機関とも当該国における稲作振興の重要性は認識しており、稲作振
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興に向けて、あるいは稲作を取り巻く諸問題の解決に向けて、各機関それぞれの仕方で取り組ん

でいる。特にＦＡＯは「食糧安全保障」の観点から各種調査やプロジェクトを実施し、当該国政府

への政策助言、提言を行っている。ニジェール国の場合には「2010年の食糧安全保障戦略」で多く

のプロジェクトを持っているが、例えばモロッコ国から100名ほどを指導員として呼んでおり、Ｎ

ＧＯやコンサルタントなどを招く仲介役をしている。

基本的には各機関とも日本との協力関係、連携に前向きな姿勢を示している。日本が灌漑稲作

を対象にすることについて、アビジャンの国連ＦＡＯ世界食糧計画（ＷＦＰ）では、ＷＦＰの対象

地域はmarginalな所だが、灌漑水田は生産性が高いので、日本の計画を歓迎すると述べた。また、

陸稲の１～２ t/haに対して、啓蒙普及地域では６ t/haをあげていることを称賛した。

ＦＡＯのように、技術者は既に抱えているので資金面の協力だけを要請するところ、ＦＥＤ中

部・中北部灌漑稲作開発プロジェクト（Projet Riz-Centre）のように現場レベルでの協力を求め

ているところといろいろあり（逆に言えばＦＡＯは資金不足、ＦＥＤは技術者不足の問題を抱えて

いると言えるが）、その要請はさまざまである。具体的な例をあげると、プロ技協当時から、我が

国がＦＥＤプロジェクト対象地区のうち５地区で現地訓練を実施したり、伝統農法重視で、農民

組織化もうまくいっているとＧＴＺ側が評価している北部稲作プロジェクト実施地区からも農民

を研修生としてＣＦＭＡＧに受入れるなど、他ドナーとの関係は細いながらも続いてきた。ただ

こうした活動は、連携、協力関係をあまり意識せず実施してきた感があるが、現在は稲作技術者

不足の問題を抱える Projet Riz-Centre側から、彼らのプロジェクト対象地区内での現地訓練活

動実施の依頼、また訓練実施の際はほかの地区からも農民を集め訓練に参加させることで、一度

に多くの農民を訓練しようという案まで持ち込まれている。

他ドナーとの中央・現場レベルでの情報交換、実施しているプロジェクトレベルでの相互の補

完技術協力を行うことで、単体のプロジェクトでは期待できなかった効果まで望むことができる

ように思うし、そのように位置付けるなら連携は可能であると考える。問題は「連携」をどういっ

た形で当方のプロジェクト活動に取り込むか、イニシアティブを取りながらどのように連携を

行っていくかであろう。ニジェール国においてもＦＥＤとの協力関係が求められるが、象牙海岸

国では特に中北部を対象とした場合、ＦＥＤとの関係をどう保つか非常に重要に思われる。ダム

を有し、増産の期待できる有望なサイトはほぼすべてＦＥＤのプロジェクトサイトに選ばれてお

り、ダム・灌漑施設のリハビリ、圃場拡張、農民組織化支援、クレジットシステム導入などを活

動内容とする彼らのプロジェクトとの協力関係の確立は必須と思われる。ＦＥＤはまた、無償案

件ロカプリ地区での活動にもかかわる計画を実施しており、ＰＮＲも含めた協力関係の確立を

図って、米増産・農民生活向上に向け、相乗効果を生み出す努力が求められる。

また、今後開始される我が国の農林水産省の「開発途上国の食糧安全保障の確立に向けた総合支

援対策事業」に関し、各事業自体とのかかわり方だけではなく、ＷＦＰ、ＧＴＺ、ＷＡＲＤＡなど
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の関係機関とのかかわり方、連携や協力関係についてもこれから議論していく必要がある。ブル

キナ・ファソのサヘル国間旱魃対策常設委員会（ＣＩＬＳＳ）やニジェール国のＵＮＤＰ事務所で

は、例えばＧＩＳによる水資源管理などについて、協力の可能性を示唆している。
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７．他ドナー等による技術協力の概要

７－１　稲作に係る国際機関・先進国機関の活動状況

（1）国連開発計画（英：ＵＮＤＰ、仏：ＰＮＵＤ）

今回の調査では調査対象国の国際機関や他ドナーの援助動向の情報を収集する目的で各国

ＵＮＤＰを訪問する予定であったが、事前に象牙海岸国のＵＮＤＰ側から、農業・食糧に係

る情報の収集はＦＡＯが行っており、ＵＮＤＰとしては特に取りまとめをしていないとの連

絡があったため、本調査ではニジェールＵＮＤＰ事務所のみを訪問した。

ＵＮＤＰでは各ドナーの援助状況の取りまとめを行っており、ニジェール国における各ド

ナーの最近の傾向として、資金協力と絡まない技術協力が増えてきているとのことであった。

ドナー間では月ごとに協議が行われているとのことである。ＵＮＤＰとしての稲作関連の

活動は、総合農村開発計画のなかで取り組まれている。これまでの他ドナーによる活動とし

ては、ＥＵによるローインプット開発や、台湾、エジプト国などによる集約的栽培の技術移

転が行われてきたということであった。ＵＮＤＰでは農業セクターのプロジェクトに限らず、

ニジェール国においてはジェンダーに関連したプロジェクトが重要であるとの見解であった。

また小規模灌漑プロジェクトなども行っているが、これは飲料水も含んだ灌漑プロジェクト

のことである。

1） ニジェール国の援助状況

1996年のニジェール国における援助額は 1995年と比較して 36.5％の増加があった。これ

は主に仏国、ベルギー国、日本、国際開発銀行からの援助額が増加したことによるが、同

様に支払問題によって中断されていたプロジェクトなどが再開されたことを意味する。

ＵＮＤＰの援助形態は、①技術協力、②投資計画に係る技術協力、③投資計画、④援助

プログラム／国際収支支援、⑤食糧援助、⑥緊急援助・救助の６形態に分類されている。こ

のなかで①と②については全体で減少しているが、①については増加の傾向にある。

（2）国連食糧農業機構（ＦＡＯ）

ＦＡＯのアフリカ地域局はガーナ国の首都アクラに置かれているが、本調査では派遣日程

の都合及び各国特にアフリカ仏語圏におけるＦＡＯの詳細な活動を把握する目的から、象牙

海岸国、ブルキナ・ファソ及びニジェール国の各国事務所を訪問した。

西アフリカにおけるＦＡＯの活動は基本的にＦＡＯの全体的な目標に沿ったものであるが、

各地域または各国でＦＡＯ、ＵＮＤＰ、政府によるプロジェクト及び技術協力プログラム

（Projet de coopération Technique：ＰＣＴ）が実施されている。

象牙海岸国におけるＦＡＯの技術援助は、食糧安保、貧困対策、農村人口の状況改善及び
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持続的農業開発に重点を置いた農業政策を実施するための政府支援を目的としている。ＰＣ

Ｔについては最近の５年間（1993～ 1997）で 12プロジェクトに対し計１億4200万 FCFAの財政

支援を行っている。主なプロジェクトとしては、①米の食害対策の施行、②農学研究分野の

検査の支援、③水資源管理などがあり、また1998年には都市近郊における野菜集約栽培開発、

サバンナ地域における持続的農業の実践と土壌肥沃度の改良、虫害の総合管理などのプロ

ジェクトが計画され、象牙海岸国政府の食糧安全保障計画の骨子の中に記載される予定と

なっている。

ブルキナ・ファソでは 1997年 12月現在 20プロジェクトが実施され、その中の７プロジェ

クトが同国用ＰＣＴである。主なプロジェクトとして、①米の食害対策の施行、②農業機械

化政策の施行支援、③西部地域における育種用イネ母本増殖及び農民組織化などがある。

ニジェール国については KEITA総合農村開発プロジェクトの解説があった。本プロジェク

トは内陸渓谷である KEITA地区においてインフラ整備、植林、農業開発などを住民参加型で

行い、さらには教育や女性の雇用機会促進などにも配慮したものとなっており、持続的開発

のモデルとなるものであるとのことである。ＰＣＴについては他資料の提出がなかったため、

プロジェクト名や詳細内容などの確認はできなかった。

（3）国連・ＦＡＯ世界食糧計画（英：ＷＦＰ、仏：ＰＡＭ）

今回の訪問は、我が国の農林水産省が実施する「開発途上国の食糧安全保障の確立に向けた

総合支援対策」事業の一部である小規模灌漑開発に関連し、ＷＦＰにおける象牙海岸国稲作の

現状の把握状況及びＷＦＰの象牙海岸国及び西アフリカ沿岸地域における「FOOD FOR WORK」

プログラムについて情報収集することを目的とした。

この総合支援対策は、農水省がＷＦＰに資金を拠出し、「FOOD FOR WORK」の手法を用いて

地域農民の参加を得ながら小規模灌漑開発を実施するほか、育種、人材育成、組織支援など

を行うことによって、食糧・農業生産の持続的な拡大を図り、開発途上国の食糧安全保障の

達成に寄与することを目的としている。

ＷＦＰの象牙海岸国における活動は、リベリアからの難民に対する緊急食糧援助と、教育

分野支援・支持プログラムにおける学校給食への食料品供給が主となっており、現時点で

「FOOD FOR WORK」プログラムは実施していないとのことであった。しかし象牙海岸国におけ

る稲作の現状及び米増産にかかる各国際機関の動きについては情報を収集しているようであ

り、日本のプロ技、個別専門家などによる稲作技術協力に関しては、単収の飛躍的向上など

の成果により、他機関の活動と比較して高く評価されていた。
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（4）サヘル国間旱魃対策常設委員会（ＣＩＬＳＳ）

ＣＩＬＳＳは 1973年にサヘル地域の国家間で設立された委員会で、各国の食糧安全保障に

係る政策への助言と調整及びその研究を行う機関である。関連団体としてＯＥＣＤ内に設置

されるサヘルクラブがＣＩＬＳＳを支援するための協議機関として位置付けられている。現

在の参加国はブルキナ・ファソ、カーボ・ヴェルデ、チャード、ガンビア、ギニア・ビサオ、

マリ、モーリタニア、ニジェール及びセネガルの９か国で、事務局がブルキナ・ファソのワ

ガドゥグに置かれている。また、マリのバマコに農業社会経済と人口問題についての研究を

行うサヘル研究所（ＩＮＳＡＨ）があり、ニジェール国のニアメにはリモートセンシングによ

る農業気象の情報サービスを行う AGRHYMET地域センター（ＣＲＡ）が置かれている。

今回訪問したワガドゥグの事務局は、事務局長を筆頭に、食糧安全保障、天然資源／砂漠

化防止、計画、広報、総務／財務の５部署によって組織されている。面談者は食糧安全保障

担当参与であった。

ＣＩＬＳＳの主要目的は参加国間の貿易や食糧安保に係る法律や政策の調整、及び情報の

提供である。説明によれば、ＦＡＯが同地域全体に対して行う戦略や助言をさらに細分化し

て各国の事情に合わせた調整を行っているとのことであった。旱魃や砂漠化防止のための対

策が多く、例としては米の備蓄倉庫やダムの建設についての戦略の策定や、協力を依頼する

ドナーを選定する際の調整や助言を行っている。

米生産については、参加国がサヘル地域であることから、水管理などの特殊な施設や技術

を必要とするもので、大河沿いの大規模灌漑地域においてのみ対応する作物としてとらえら

れており、具体的な活動としては備蓄倉庫に関することのみであった。ＣＩＬＳＳとしては

伝統作物の生産を向上させることに重点を置いているとのことであった。稲作に係る技術的

な協力について、この機関から人員などが出されることはないと思われるが、各国の食糧に

係る政策や地域的な戦略、気象状況などについて情報の蓄積があるため、今後広域技術協力

を実施していく段階で、サヘルクラブやＦＡＯなどを通じて協力を得ることが重要であると

考えられた。マリとニジェールの研究所などについては各国において詳細を調査する必要が

ある。

（5）欧州開発基金（ＦＥＤ）

1） 中部・中北部地域灌漑稲作開発プロジェクト

（Projet de Développement de la Riziculture Irriguée Dans les Régions Centre

et Centre-Nord：PROJET RIZ-CENTRE）

ＦＥＤは象牙海岸国における第７次ＦＥＤ計画の予算を用い、1997年１月から５年間の

予定で稲作開発による中部・中北部地域住民の生活改善を目的としたプロジェクトを実施
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している。プロジェクト期間中に対象地域の米生産高を年間１万 5000tまで上げることを

目標としており、ダム下流での灌漑整備地区において、組合で組織化された専門家による

持続的米生産システムの開発を支援している。具体的な活動は、以下の２項目に大別され

る。

a） ダムの補修、灌漑地区の再整備、低湿地（Bas-fonds）の新規整備などを中心とした農業

水利環境再整備及び灌漑地域の拡大。

b） 組合育成、経営と競争力のある生産技術についての農民の研修、組合に対するクレ

ジット設置、米生産者地方組織の創設を通じた稲作のプロ化。

カウンターパート機関は国家米計画（ＰＮＲ）であり、農村基盤整備と組合の発足までを

プロジェクト内で行い、栽培技術や組合運営への助言などについては農村開発支援公社（Ａ

ＮＡＤＥＲ）が引き継ぐ形態になっている。

期待されるプロジェクトの成果として、生産安定、生産再投資能力の改善、組合能力と

稲作生産者技術の強化、食糧安全保障の向上、年間１万 5000tを目標とした籾米生産の向

上、1200万 FCFA/年の基準への生産者の収入向上を掲げている。

稲作実態踏査で訪問したサカス地区はＦＥＤプロジェクトの第１フェーズ・プロジェク

トサイトであり、農民の組織化・組合育成についてある程度の成果が得られていたが、米

の販売価格など市場・流通に関しての問題が山積することが明らかになった。

2） 他ドナー等との連携について

ＦＥＤは灌漑施設整備と農民の組織化を主な活動としており、技術的な面に関しては象

牙海岸国農業動物資源省を通してＡＮＡＤＥＲにその活動を委託していることが多いが、

ＦＥＤ自体でも基本的な稲作の栽培法などについて入植農民にレクチャーを行っている。

しかしながらＦＥＤには稲作に関する技術の蓄積はなく、しかもＡＮＡＤＥＲの技術レベ

ルについて懐疑的であるため、現実としては日本などの稲作技術を持った国の機関の協力

を希望していると思われる。実際にいくつかのプロジェクトサイトでは過去または現在に

おいてプロ技や個別の専門家、青年海外協力隊員がＡＮＡＤＥＲを通じて稲作の技術移転

を行っている。また現在進められているロカプリ地区の無償資金協力事業にもＦＥＤ及び

ＰＮＲの参加が決定しており、ＰＮＲを通じて個別専門家に対し展示圃場における啓蒙普

及活動の要請がなされている。

だが正式な形での連携については関心が薄く、プロジェクトの範囲を拡大して普及活動

を組み込むという意思は持ち合わせていないようで、前述の専門家などの活動も中部・中

北部地域灌漑稲作開発プロジェクトカウンターパート機関であるＰＮＲからＡＮＡＤＥＲ
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に対しての要請が日本側にまわった形で、ＦＥＤからの直接の要請ではない。ＦＥＤ本部

におけるインタビューでは、資金援助については受付ける可能性もあるとのことであった。

（6）ドイツ技術協力公社（ＧＴＺ）

1） 北部稲作計画（Projet Riziculture dans le Nord de la Côte d'Ivoire）

ＧＴＺは象牙海岸国北部のコロゴ地域で灌漑稲作振興のための技術協力を行っている。

カウンターパート機関はＡＮＡＤＥＲとなっており、ＧＴＺが委託する技術者とともに活

動が進められている。

本プロジェクトは、象牙海岸国で要求される米生産の総合的な充足を狙いとする稲作再

興プログラムのひとつで、1994年８月～ 97年７月に第１フェーズが実施された。北部の灌

漑水田13地区、合計 3000haの修復を行っている。この修復には水利関係の整備も含まれて

るが、プロジェクトで優先される活動は、外部からの援助を必要としないで施設の維持管

理などを行う力を所有する農民組織の形成と訓練である。準備フェーズにおいては既存の

水利施設の効率的な基盤整備のための財政援助プログラム作成が行われた。

プロジェクトの上位目標は北部地域における米生産の向上であり、準備フェーズでは、

①効果的な灌漑水田開発のためのアプローチと計画の検討、②水利組合であると同様に収

穫物の加工及び商品化なども行う農民組織の自主的な形成の促進を目標としている。

プロジェクトの期待される成果と主な活動は以下のとおり：

・稲作生産者組織のモデルが考案され、４地区において実証される

・稲作地域における効率的な水分配法が実証試験により確立される

・農業技術改良を目的としたセミナーが開催される

・稲作の可能性をもつ新たな９地区の開発が提案される

・収入改善の計画が立てられ試験が行われる

・商品化の改善のためのアプローチと計画を確立し実行される

ＧＴＺはプロジェクトを実施するうえで、農民が従来から持っている技術を生かした参

加型開発を採り入れ、農民及びＡＮＡＤＥＲの自立を促している。また米の価格が高い時

期に業者に販売することにより、通常より高い収益を得ることを目的に備蓄倉庫を建設し、

実際に 20％の収益向上を実現するなど、市場へのアプローチも計画内で実施している。

象牙海岸国における稲作を強化するためには単収向上だけでなく生産コスト削減が必要

であるという考えをＧＴＺは持っているが、伝統的な土地所有制度などが障害となり、コ

スト低下を困難にしているということであった。ＧＴＺでは農業省大臣官房にアドバイ

ザーを置き、土地所有に係る法律の改正に関して提言を行っているとのことであったが、
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これまでも地方議員などの反対により本法案が可決されてこなかった経緯から、今後もこ

の問題が円滑な協力の妨げとなる可能性があることを懸念している。

またカウンターパート機関であるＡＮＡＤＥＲについては、自立のために 10年程度の長

期的な視野を持って支援計画を立てる必要があるとの意見があった。

2） 他ドナー等との連携について

ＧＴＺはこれまでにフランス政府、西アフリカ稲作開発協会（ＷＡＲＤＡ）などと連携を

図りプロジェクトを実施してきている。仏国との連携は互いの援助方針の違いなどから緊

密な協力関係を築くことが困難であったが、ＷＡＲＤＡとは米の品種選定や農民組織化な

どについて協力体制が保たれているとのことであった。基本的に他機関との協調について

は期待をしているとの回答を得たが、そのために互いの戦略等に関し十分な話し合いが必

要とされるという見解である。情報交換については好意的であった。

（7）農用地整備公団（ＪＡＬＤＡ）

農用地整備公団は、農林水産省の委託により、西アフリカサヘル地域における砂漠化防

止対策に係る調査を 1985年から実施しており、現在は 1996年から５か年の予定で、技術

パッケージの確立とそれを用いた砂漠化防止対策データバンクの提供を目的とした「砂漠化

防止対策技術開発調査」が行われている。今回の調査では、そのうち、ニジェール国の「技

術マニュアル確立調査」のための栽培試験圃場において灌漑稲作の調査を行った。

本試験では天水農業よりも高い生産を実現するため、ワジ川のひとつであるゴルビー川

の氾濫源を利用し、輪中水田及び氾濫源水田における生育期間の短い稲作栽培の実証を

行っている。現在は選定された品種比較試験、施肥施用試験、水苗と畑苗の比較試験など

が行われているが、調査時は近年類を見ない降雨による洪水の影響で圃場が半壊していた

ことと、ＪＡＬＤＡの技術責任者の一時帰国による不在のため十分な調査を行うことがで

きなかった。これまでのＪＡＬＤＡの活動によると、籾収量で 9.4t/haの生産能力をもつ

品種が確認されており、水源の確保によりニジェール国における稲作開発の可能性が極め

て高いことが示唆されている。本調査において収集されたデータなどについて、今後研究

機関などを通じＪＩＣＡプロジェクトなどに有効利用される可能性が考えられた。

７－２　ガーナ国におけるＪＩＣＡ稲作技術協力

（1）小規模灌漑農業振興計画（ＳＳＩＡＰＰ、プロジェクト方式技術協力）

本プロジェクトはガーナ国における初の稲作関連プロジェクト方式技術協力として、1997

年８月より灌漑開発公社（ＧＩＤＡ）を実施機関として開始された。本プロジェクト要請の経
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緯として、80年代から続けられてきたＪＯＣＶ、ミニプロなどの活動が関係している。プロ

ジェクト目標は、ＧＩＤＡが所管する灌漑事業地区のモデル的な営農システム（Far m i n g

System）を改善することとしている。

プロジェクトサイトは、アクラのＧＩＤＡ本部をリーダー、調整員が常駐する拠点と位置

付け、モデルサイトとしてＧＩＤＡの所有する灌漑事業地区を２か所選定し、そのひとつの

アシャマン灌漑事業区にあるＧＩＤＡ灌漑開発センター（ＩＤＣ）に専門家の執務室を設置し

ている。現在無償資金協力との連携で各サイトにおける灌漑施設の改修及び研修施設の設置

に向け準備が行われていた。また、草の根無償やＪＯＣＶ、個別専門家派遣事業などプロジェ

クトをとりまく環境及び稲作関連技術協力は多岐にわたる。

1） アシャマン灌漑事業地区

アシャマンはアクラから東へ約 30kmに位置し、前述のミニプロ実施時に創設されたＧＩ

ＤＡ灌漑開発センター（ＩＤＣ）の本部があり、専門家の執務場所もそのセンターに置かれ

ている。センター横には小規模の野菜（畑作）試験圃場が設置されており、ＪＯＣＶ隊員と

ともに専門家が管理を行い、適正栽培試験が行われていた。またポット栽培による稲品種

試験やミニ水田における種子増殖も実施されている。本試験圃場は無償資金協力事業によ

る試験実証圃場の工事が遅れているため、調査時点では活動が行われていなかった。

同地区は稲作主体の営農形態も見られるが、アクラ近郊ということもあり、野菜栽培を

行っている農家も多い。後述のオチェレコと比較して営農体系に多様性が見られた。灌漑

開発面積は 155haである。試験圃場の周囲は農家の水田が広がり、そのなかで専門家が技

術的な助言を行ったとみられる圃場と行わなかった圃場が隣接していたが、生育に明らか

な違いが見られた。

ＩＤＣには現在３人のＪＯＣＶが配属されており（稲作、土壌肥料、農業機械）、専門家

と連携を図りつつ活動を行っている。また、無償資金協力による研修施設の建設及び灌漑

施設の整備を要請中であり、普及員・農民を対象とした研修機関として今後の活動が予定

されている。

2） オチェレコ灌漑事業地区

オチェレコはアクラから西へ70kmの地点に位置する伝統的村落社会（単一部族）を対象と

した灌漑事業地区である。調査時はベースラインサーベイを実施中であり、また無償資金

協力事業による灌漑施設の改修もまだ実施されていないため、専門家の活動の成果などは

見られず、圃場では粗放的な稲作栽培が行われていた。現時点では本格的な活動の前段階

として農家圃場における品種適応試験、施肥試験を開始している。農家は米の一期作を

行っているが、これは60年代から始まった中国、台湾、北朝鮮などの技術協力による稲作
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振興の影響が強く、実際は農家経営や生産の視点から作物の多様化を指向するものの、栽

培技術不足などによってその多様化が妨げられている様子であった。

そのほか本地区において、直接プロジェクトとは関係しないが、村民組織をＮＧＯとし

て草の根無償による井戸及び診療所の設置が行われており、農業・農村開発的なアプロー

チもとられている。

（2）谷地田総合開発（研究協力）

本研究協力は西アフリカ内陸小渓谷において水田農業の展開とアグロフォレストリー及

び森林再生の実現を両立させる持続的な開発手法の研究及び住民参加型アプローチによる

技術の普及を目的としている。相手側実施機関の中心はアクラから北西に 270km程のクマ

シにある国立作物研究所（ＣＲＩ）だが、協力機関として、土壌研究所（ＳＲＩ）、水資源研

究所（ＷＲＲＩ）、森林研究所（ＦＯＲＩＧ）もカウンターパートを出している。本研究協力

は作物チーム（C-TEAM）、林業チーム（F-TEAM）、水・土壌チーム（W-TEAM）及び農村生活チー

ム（L-TEAM）の４チームがそれぞれの研究テーマについて活動を行い、ＣＲＩが総括を行う。

プロジェクトモデルサイトはクマシから 40km程の Adugyama（アデュジャマ）村に２地区と

Potrikrom（ポトリクロム）村に１地区選定されている。

基本的に両地区とも丘陵地にカカオ、トウモロコシ、ココヤシ、キャッサバ、ヤムイモ

などが栽培され、谷地に水田が造成されており、典型的なアグロフォレストリーの１例が

示されている。水田の造成は基本的に農民参加型で行うとしているが、農繁期に重なるな

どにより労働力の確保ができない場合は労働者を賃金雇用している。稲作については水確

保が一番の問題であり、揚水ポンプの利用や水田の上側に貯水池を造成するなどの試みが

なされていたが、根本的な解決にはいたっていないように見受けられた。稲品種について

は各プロットごとにいくつかの品種が試行され、いくつかの品種については生育旺盛なも

のもあるが、品種以外の要因による生育不良も見られることから、一概に適正品種の特定

はできないと思われる。また品種や土壌肥沃度が原因とも考えられるが、アシャマン、オ

チェレコのプロ技ＳＳＩＡＰＰサイトでは見かけなかったごま葉枯病が多発していたり、

虫害防除のための農薬散布も行われていた。小区域における生態系の維持という意味から、

また農業としての稲作を農家経営の中に取り入れていくという視点からも、実用化までに

はいくつかの課題について更に検討していく必要があると思われる。
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